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開  会 

午前１０時３５分 開会 

○議長（前川昌登君） おはようございます。 

  ただいまから議員全員協議会を開会します。 

  ただいままでの出席は28名でございます。会議は成立しております。 

  説明事項に入る前に、９月４日の議員全員協議会で説明のありました中心市街地津波復興拠点整備に係るＪ

Ｒ用地の取得について、髙峯都市整備部長より発言の申し出がありますので、これを許可します。 

  髙峯都市整備部長。 

○都市整備部長（髙峯聡一郎君） 都市整備部長の髙峯でございます。おはようございます。 

  ８月11日及び９月４日の全員協議会において、中心市街地津波復興拠点整備事業の用地取得について説明を

させていただき、また、一昨日の建設常任委員会においては用地の取得に係るご審議をいただきました。その際

に、石炭焼却灰の処理について説明が不足している点がございましたので、その点について釈明をさせていた

だきます。 

  まず、事業用地に含まれる石炭焼却灰について、再度ご説明をさせていただきます。 

  事業用地には、10ｍ四方のメッシュでいう83区画に8,800立米の石炭焼却灰が含まれております。この石炭焼

却灰には有害物質は含まれておらず、無害な状態です。掘り出した場合には法に定められた取り扱いが必要と

なります。この石炭焼却灰の処理については、８月11日及び９月４日の全員協議会において、次のように説明し

ております。石炭焼却灰を含む土壌約8,800立米については、上層部の処理費用相当額として約１億2,000万円

程度の経費が見込まれる。この内容に関して、市側の説明がわかりにくく、不足しておりました。謹んでおわび

を申し上げます。まことに申しわけございませんでした。 

  市といたしましては、石炭焼却灰を含む83区画については、全ての区画において上層部に含まれる石炭焼却

灰を除去することを検討しております。一昨日の建設常任委員会では、石炭焼却灰の除却数量を3,300立米を想

定しているという説明を市側からさせていただきました。この3,300立米とは、83区画における上層部において、

平均約45㎝の深さの石炭焼却灰を除去することを意味しております。石炭焼却灰を含む区画の上層部を除却後

埋め戻すことによって、通常の土壌で本事業用地を覆うことになります。このような処理を行うことによって、

通常の宅地として扱うことが可能となり、市に将来的な負担を発生しないようにいたします。 

  また、8,800立米から3,300立米を除した5,500立米については、地中に残留することが想定されます。本事業

用地につきましては、平成26年９月４日に宮古市の都市計画において、一団地の津波防災拠点市街地形成施設

として位置づけられており、都市計画の趣旨を踏まえて、市において本事業用地を適正に管理し続けます。した

がって、残留する石炭焼却灰が原因で、市に将来的な負担は発生いたしません。このようにして8,800立米の石

炭焼却灰の全量を適正に処理いたしますし、この処理は現価格である１億2,000万円の範囲内で全て実施いたし

ます。 

  説明が不足していた点につき改めておわびをするとともに、以上で追加の説明とさせていただきます。 

○議長（前川昌登君） 以上で説明を終わります。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

説明事項（１） 宮古市中心市街地拠点施設整備事業の推進について 

○議長（前川昌登君） 次に、説明事項の（１）宮古市中心市街地拠点施設整備事業の推進についてを説明願いま



-4- 

す。 

  山崎企画部長。 

○企画部長（山崎政典君） おはようございます。 

  私からは、中心市街地拠点施設整備事業の推進について、現在の状況を説明させていただきます。 

  まず、本年度は、６月の全員協議会でもご説明いたしましたけれども、建物の基本設計を現在進めておりま

す。この基本設計業務を先行して行うことで、概算事業費などを明らかにして、議会や市民の皆様への情報の開

示に努め、復興交付金の確保に向けて進めていく予定でございます。このたび、基本設計の概略ではございます

が、中間案がまとまりましたので、それをご説明させていただきます。また、引き続き市民の参画とか協働に配

慮しながら検討を進めてまいりますので、議員各位のご理解とご協力をお願いを申し上げます。 

  また、議員各位からご指摘いただいておりましたこの移転後の庁舎跡地の活用につきましても、現在、市民検

討委員会も含め、検討を進めておりますので、その概要についてもあわせて報告をさせていただきます。 

  なお、報告、説明の概要につきましては、復興推進課長から説明させていただきますので、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） おはようございます。復興推進課長の多田でございます。 

  それでは、私のほうから、宮古市中心市街地拠点施設整備事業の推進についてということでご説明をいたし

たいと思います。 

  説明に入る前におわびがございます。資料を事前配付することとして、作業を進めてまいりました。平面図の

修正作業を直前まで行っておりましたので、資料送付が直前となりました。大変ご迷惑をおかけいたしました。

申しわけございませんでした。 

  それでは、ちょっと資料をめくりながら説明をしたいと思ってございますので、着席して説明でよろしいで

しょうか。ありがとうございます。 

  それでは、本日のご説明内容でございます。大別しますと３点でございます。 

  １点目に関しては、基本設計の進捗状況の報告として、各建物の面積の検討経過及び現段階での平面プラン

の説明ということになります。あわせて、耐震方式の選定の方針、それから建築工事に係るスケジュールについ

てのご説明をしたいというふうに考えてございます。加えまして、あとは10月の後半に予定しております市民

説明会及びパブリックコメントの予定についてもご説明を加えたいというふうに考えてございます。 

  それから、２点目でございます。２点目に関しましては、今後の事業手法に関する説明でございます。デザイ

ンビルド方式、またはＣＭ方式ということで事前にご説明をいたしておるところでございますが、比較検討し

てまいりました経過、それから今後の方向性についてご説明を申し上げたいというふうに考えてございます。 

  それから、３点目でございます。部長よりも申し上げましたが、現庁舎の跡地活用に関する検討の経過、進捗

状況に関する件でございます。庁内での検討、それから市民検討委員会での検討、それから市民ワークショップ

等での検討内容を踏まえて、現在、基本構想の取りまとめを行っている途上でございます。その経過について、

本日ご説明を申し上げたいという、以上３点のご説明になります。 

  それでは、順を追ってご説明をいたしたいと思います。ちょっと長くなりますので、要点のみ説明をしてまい

りたいと思ってございます。 

  それでは、お手元の資料をおめくりいただきまして、１ページ目でございます。 
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  １として、宮古市中心市街地拠点施設建設基本設計（案）についてということでございます。 

  ここで仮称といたしておりますが、市民交流センターという用語を使ってございますが、市民交流センター

と本庁舎、それから保健センターの建物別にその基本的な考え方、それから面積の考え方についての検討経過

を示しているところでございます。 

  １ページ目の①については、（仮称）市民交流センターの部分でございます。利用が見込まれるサークル、そ

れから各種団体等からの聞き取りの内容、それから先日も実施いたしました、昨年度も実施いたしております

が市民アンケート内容それら、それからあとは非常時、災害時の避難人口等を考慮して、それぞれ諸室の面積を

精査している状況でございます。現行案ですと、4,220平米程度ということで、市民交流センターの規模を精査

している途上でございます。各諸室の内容については、後ほど平面図のほうでご説明を申し上げたいと思いま

す。 

  それから、めくっていただきまして２ページにお進みをいただきたいと思います。 

  ②として、本庁舎部分を上げてございます。基本的事項について申し上げたいんですが、来訪者の多い、来庁

者の多い窓口部署については、１、２階を中心とした低層階への配置を現在検討しております。それから、災害

対策本部、対策室等の危機管理部門については、市庁舎と同フロアとして４階への配置を現在検討している途

上でございます。それから、議会機能につきましては、５階に配置をしたいというふうに考えてございます。５

階の一部にはロビーやテラス等の配置も検討しているところでございます。 

  事務の執務室の床面積でございます。職員適正化計画の達成年度であります平成33年度の本庁舎への配置職

員数、現行439名の職員がおりますが、それが390名に削減されるという人数を想定して床面積を算定している

ところでございます。将来の身の丈に合った庁舎規模というところを考えているところでございます。基本計

画地の面積、現有面積との比較を挙げてございますが、現在の検討経過においては8,300平米程度ということで

想定をしているところでございます。 

  それから、お隣の３ページにお進みいただきます。 

  ③として、保健センターの部分でございます。保健センターについては、整備財源については基本的には災害

復旧費ということで災害復旧費を充当する予定としてございます。一方、従前の保健センターにつきましては、

昭和57年３月の建築の施設でございましたので、設備の狭隘化ですとか、エレベーターが整備していなかった

とか、いろいろ現在の他市と同事例と比較しますと不利な施設規模でございます。よって、事務室とか諸室、廊

下、階段等に現在の基準でいきますと相応の面積を割かなければならないような状況になってございます。よ

って、現在の検討図においては、従前面積を上回る1,235平米程度ということを現在は想定しているところでご

ざいます。災害復旧費を上回る費用が発生する見込みとなってございますが、岩手県の地域医療再生基金から

の財源確保を予定してございます。これに関しては、随時、県のほうと調整を重ねているところでございます。 

  それから、お手数ですが、お配りしております平面図を見ていただきたいと思います。資料１としてＡ３の横

長の資料がお配りしてあるかと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

  これが９月28日時点での検討図ということで平面プランとなってございます。今後もさまざまなご意見を頂

戴しながら基本設計の工期中、検討を深めていく予定としておりますので、ご意見頂戴できればというふうに

思ってございます。 

  それでは、表紙のほうをおめくりいただきまして、１ページ目には全体配置図がございます。ちょうど用地を

上から見たような図面になってございますが、矩形の三角形のような用地でございます。西側のほうに建物を
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寄せて建築したいというような考えを持ってございまして、東側には主に駐車場、それから構内通路というこ

とを見込んでございます。図面の上のほうが北側ということになりますが、上のほうから建物を順に言えば、仮

称でありますその市民交流センター、それから真ん中が市庁舎、それから下のほう南側が保健センターという

ような並びを予定しているところでございます。 

  この色分けについては、今、整備財源も考慮いたしまして簡易に色分けをしてございますが、オレンジ色の施

設、市民交流センターが主に復興交付金によって整備される建物でございます。それから、水色の市庁舎が主に

合併特例債を使用して整備される建物、それからピンク色の保健センターについては先ほど申し上げたとおり、

災害復旧費を主に整備財源として予定している建物ということになります。 

  構造的には、庁舎と保健センターについては一体構造というふうに考えてございます。市民交流センターの

建物は別構造ということになりますが、建物同士はジョイントのほうでつなぐということになりますので、利

用者側から見ると、ほぼ一体構造としてお使いいただけるものと思ってございます。それから、避難通路との表

記がございますけれども、宮古駅の南北をつなぐ線路を越える通路についてしっかり確保していきたいという

ふうに考えているところでございます。 

  図面のほう、１枚おめくりいただきまして、右下のほうに１階プランと書かれた図面の説明に入ります。よろ

しいでしょうか。 

  今度はちょっと向きが変わりまして、図面の正面は東側、東側から建物を見ましたというような絵になって

ございます。ですので、右下のその１階プランのところに細かい線が走ってございますが、これが今でいう線路

の位置でございます。東側から見た図となってございます。左側がマクドナルドの方面ということになります。

手前に１階部分、車寄せがございますけれども、駐車場と車の通路が正面から入ってまいりますので、ここが正

面玄関ということになろうかと思います。玄関を入りますと、市民交流センター、赤い矢印がついてございます

が、風除室を経て、玄関を入ると市民交流センターにまずは入るということになります。そこからなおも真っす

ぐ進みますと市庁舎のほうに入るということになりますので、庁舎のエントランス部分を市民交流センターが

担うというような構造になっているところでございます。 

  右手のほうでございます。北側になりますが、オレンジ色の着色がある部分でございますが、こちらが（仮

称）市民交流センターでございます。手前のほうには防災展示学習スペースということでスペースを設けてい

るところでございます。震災ほか災害の記録展示であるとか、記憶伝承機能、それから市内に点在してございま

す津波遺構等の案内を行う場所として機能を持たせていきたいというふうな考えを持ってございます。 

  それから、そのままお部屋のほうを続けて説明してまいりますけれども、トイレを挟みまして奥側には視聴

覚室、視聴覚ＯＡ室とか研修会議室とかの表記がございますが、いわゆる貸し館の部分でございます。貸し館の

部屋を用意しているところでございます。それから、その向かいには多目的ホールというふうに書いてござい

ますが、面積としては394、約400平米程度のホールを現在は想定しているところでございます。ここに例えば椅

子を全部並べれば幾つになるかというのが表記してございますが、325席程度、最大設けられるかなというふう

には考えてございますけれども、市民文化会館であるとか付近の類似施設もございますので、その席数とかぶ

らないような席数設定をしていく必要があるのではないかなというふうに認識をしているところでございます。

それからあと、この施設の奥のほうには、ちょうど右上のほうになりますが、奥のほうには防災備蓄倉庫とか機

材倉庫を設ける予定というふうに考えているところでございます。 

  それから、真ん中部分でございますが、市庁舎の部分でございます。 
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  １階フロアについては窓口利用が多い部署ということで、現在の案ですと、市民生活部と保健福祉部を配置

したいというふうに考えているところでございます。いわゆる総合窓口ですとか福祉介護の窓口ということに

なろうかと思います。左側に福祉介護保健課について配置してございますので、隣接する保健センターの建物

と、建物に配置する健康課と保健福祉部が一体になったサービス提供ができようかなというふうに現在は考え

ているところでございます。 

  それから、左側の保健センターの部分には、大会議室ということで会議室を備えております。平常時は検診車

等を横づけして検診会場というふうな運用が図られるかなというふうに考えているところでございます。 

  なお、地盤高について簡単にご説明いたしますが、右下の１階プランと書かれた付近、ちょっと左側の部分で

ございますが、箱書きにプラス500というような表記があろうかと思います。これは構内通路の部分でございま

すが、道路部分で現地盤から約500㎜、50㎝のかさ上げを予定しているところでございます。それから、建物部

分の床に行きますと、プラス1,000という表記があろうかと思いますが、さらに50㎝ほど基礎で上げまして、建

物の床で現地盤から１ｍ程度のかさ上げということで予定をしているところでございます。 

  それから、図面のほう、次のページにまいります。 

  右下のほうに２階プランというふうな表記がある図面になります。こちらが２階プランでございます。 

  ちょうど右側のほうから青いような線が走ってきてございます。避難通路と書かれた駅の北側とこの施設を

結ぶ連絡通路、避難路でございます。線路の上ですね、線路の上空で軌道の上空で5.5ｍの高さをクリアする必

要がありますので、線路上空では5.5ｍの高さがございます。先ほど申し上げたとおり、施設の地盤、それから

建物の基礎を上げることで、この建物には２階部分で接続が可能というふうに現在は検討しているところでご

ざいます。ちょうど接続するのがオレンジの市民交流センター部分になろうかというふうに思います。 

  この施設に入りますと、軽運動スタジオというような表記がございますが、運動ですとか踊りですとか、いろ

んな活動ができる、これも貸し館対応になりますが、こういうスタジオの部屋を設けたいというふうに考えて

ございます。213平米程度というふうに考えてございますが、可動間仕切りを入れまして２分割にも使えるかな

というふうに考えているところでございます。それから、順にこれも説明いたしますと、トイレを挟みまして、

あとは音楽スタジオということで、歌とか楽器の演奏とかそういうものができる部屋が計画できればいいのか

なということで検討しているところでございます。趣味の活動等の活用を図っていきたいというふうに考えて

ございます。そのほか、奥側については機械室とか、それから１階でご説明いたしましたホールの吹き抜けがま

いるスペースというふうになってございます。 

  それから、下側というか、手前側のオレンジ部分でございます。ふれあいカフェとの表記がございますが、ち

ょうどその避難通路を通ってきて入り口部分になります。この施設の事務室を想定してございますが、事務室

と隣接したところにふれあいカフェということで、来館者の待合ですとか小会合、それから交通機関の待合等

でご利用できるスペースを設けていきたいというふうに考えてございます。こちらのほうには福祉団体である

とか障害者団体の社会参加の場としてこういうカフェを運営できればいいのではないかなと現在は考えている

ところでございます。それから、隣接いたしまして子どもふれあいコーナーというようなスペースも設けてご

ざいます。小さい子供さんにもご利用いただけるような自由なスペースとして活用できればいいのではないか

なというふうに考えているところでございます。それから、その左側にまいりますと、趣味の活動になろうかと

思いますが、創作活動の部屋ですとか、それから和室も用意して、これも貸し館対応というふうに考えていると

ころでございます。 
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  なお、これらスペースについては、先ほど申し上げましたとおり、非常時には一時避難の場所ということにな

ります。ですので、避難人口の精査もあわせて現在作業を進めているところでございます。 

  それから、絵の真ん中になります庁舎機能のお話に入りますが、２階部分には、２階と１階は来庁者の多い部

署をということですので、現在は税務課の配置を予定しているところでございます。それから、その向かい側に

は産業振興部を配置したいというような図面となってございます。それからあと、２階から上階については、こ

の図面上吹き抜けの表記がございます。真ん中部分が抜けてございます。この建物、ざっと40ｍ四方ぐらいの建

物になってございますので、明かり取りですね、採光とか換気の目的として吹き抜けを現在予定しておるとこ

ろでございます。当然、建築面積には含まれない面積になりますので、冒頭お示しをいたしました8,300平米に

は、この吹き抜け部分は含まれない面積というふうにご理解をいただきたいと思います。 

  それから、２階部分の左側にまいりますと保健センター部分でございますが、ピンク色の色がついてござい

ます。保健センターの２階は主に健診ですとか各種事業を行うための諸室ということで、事業実施室とか検査

室とか栄養指導実習室ということで設けていきたいというふうに考えているところでございます。 

  なお、この保健センター、それから初めにご説明をした市民交流センターのほうについては、２階建ての低層

建物ということになります。ですので、こちらが２階で終わりということになるので、以降のページは真ん中の

市庁舎のみの図面となってございます。 

  もう１枚おめくりいただきます。３階プランということになります。 

  市民交流センターと保健センター、それぞれ屋根しか写っておりません。３階以上は市庁舎のみということ

になります。市庁舎の３階につきましては、都市整備部と教育委員会ということで現在、配置をしているところ

でございます。 

  もう１枚おめくりいただきます。 

  同じくこれは市庁舎部分の４階と５階部分をそれぞれ横に並べた絵でございます。左側が４階プランという

ことで、市長室のほか危機管理、総務企画部門の配置を現在、検討している途上でございます。 

  それから、右側の５階プランでございます。これが最上階ということになりますが、主に議会フロアというこ

ととなってございます。 

  １階のフロア配置については、別途、議会事務局を通しまして、議会のほうに検討を依頼してございますの

で、後ほどさまざまご議論いただければというふうに思ってございます。 

  それから、この図面、またおめくりいただきますと、Ａ４の資料になります。全体のボリューム感をあらわし

ましたボリュームパースというふうになってございます。よろしいでしょうか。 

  左上のほうが北側から見た、ちょうど駅の上空あたりから見たボリューム感をあらわした絵でございます。

それから、左下にいくと、陸中ビル側から、ちょっと上のほうから見おろしたような絵になってございます。そ

れから、右上にいきますと、線路の上空といったらいいでしょうか、西側から見おろしたような絵になってござ

います。それから、右下については、出会い橋のちょうど上のほうから、歩道のあたりから見ると、こんな感じ

かなというふうなイメージでごらんいただければいいかなと思います。 

  それから、おめくりいただきますと、次のページがその避難通路ですね、駅の南北をつなぐ通路のイメージで

ございます。まだこの材質とかデザインについては、まだまだ検討の余地がございますけれども、幅４ｍという

ことで、このぐらいの通路ができようかというようなイメージでございます。 

  おめくりいただきますと、次が市民交流センターの内部のイメージでございます。情報提供コーナーと書か
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せていただいておりますが、そういうようなディスプレーの状況とか、こういうようなイメージかなというこ

とでごらんいただければと思います。 

  次が、庁舎の内部でございます。先ほどお話しいたしました吹き抜け部分を中心に絵を描いておりますが、こ

ういう形で下の階と上の階が少し見えるような形で整備をしていければいいかなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  イメージパースの最後でございますが、議場のイメージをちょっと茶色っぽく絵がついてございますが、基

本的に床はフラットにしてございます。それから傍聴席は、階は同じということで少し高低差をつけたいとい

うふうに考えているところでございます。こういうような議場のイメージを現在は予定しているところでござ

います。 

  以上、イメージパースについては参考までにおつけしたところでございます。 

  それから、本日配付となりました漫画、お手元にありますでしょうか。「こんな過ごし方～それぞれの１日

～」と書かれた絵でございます。市内在住のイラストレーターの方にちょっと漫画での表現をお願いしており

まして、その情報、市民交流センターの使われ方とか、どういう過ごし方があるのかというのを漫画で示してみ

たものでございます。今後の市民説明会等においても、使い方のイメージとしてこういう形でお伝えできれば

なというふうに現在考えているところでございます。 

  それでは、資料また本編のほうにお戻りいただきますが、よろしいでしょうか。本編資料の４ページにお戻り

をいただきます。 

  （２）の耐震方式というところからご説明を再開いたします。 

  ４ページの上のほう、（２）耐震方式の検討経過でございます。主な耐震構造の方式としては、５ページ目、

Ａ３横長の資料のほうにそれぞれの工法、それからメリット、デメリット等をまとめているところでございま

す。それぞれ一長一短あるところでございます。 

  一番左の耐震構造というのは、構造を強固にして、揺れは許容しますと、ただ、建物への致命的なダメージを

防ぐんですというような方式でございます。 

  それから、２番目の制振構造でございます。これは柱とか、はりの間にダンパーとかトグルと呼ばれる変形を

減衰させる装置を設けるというような方式でございます。一般的には高層建物に用いられる工法というような

まとめをしてございますので、今回想定しています保健センター、市民交流センターが２階、それから市庁舎が

５階というような、どちらかといえば低層建物への有効性は低いというふうな評価がされているところでござ

います。 

  それから、３つ目、一番右でございますが、免震構造となってございます。建物に免震層を設けて、建物を均

一にゆっくりと揺らす方式ということになってございます。近年、採用例がふえてございますが、費用が、工事

費がかさむこと、それから耐震方式に比較いたしますと国の認証等を受ける必要がありまして、工期が５カ月

以上必要だというようなことが指摘をされているところでございます。 

  もう一回４ページのほうに戻っていただきます。 

  左のほうに戻っていただきますが、鉄骨造それから耐震構造６階建て、屋上まで含めて６階建てということ

になります。そうした場合の工事費の、事業費の大概算ということで載せているところでございます。先ほどの

耐震での費用に対し、免震をかけた場合にどのぐらいの影響があるかというのを費用面で検証したところでご

ざいます。 
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  ①の耐震構造のところでございますが、耐震構造にいたしますと、建設工事費として73億3,000万ほどという

ことになります。その右側②となってございますが、庁舎内のみの免震とした場合には、80億2,000万余りとい

うことになってございます。耐震構造に比べますと、約７億円ほどコストアップをするというのがわかってご

ざいます。さらに、その右でございますが、庁舎に加えて保健センターにまで免震構造を施した場合ということ

で、工事費は82億6,000万余りということになりますので、耐震構造に比べますと９億弱ということでございま

す。これぐらいのコストアップが見込まれるということが大体わかってきてございます。免震構造については

それぞれ長所もあるところでございますが、工期とかコストアップを考えると、なかなか採用しがたいもので

はないかなというふうに現在は考えているところでございます。 

  耐震構造として、軀体の耐震化をします。それから、配管とか設備も耐震化します。そして、十分な建物性能

を備えられるものというふうに考えてございます。それから、あとは内部でございますが、家具の転倒防止、そ

れから地震後の業務継続計画等のソフトの対策を施していくことで、十分な耐震構造として採用できるのでは

ないかなと現在は考えているところでございます。 

  なお、この耐震構造におけるスケジュールにつきましては、次のページ、６ページになります。 

  縦横になってございますが、６ページに簡単な工程表をつけてございます。基本設計業者であります久米設

計、それからあとは建設業務支援をいただいておりますＣＭ業者、三菱地所設計の検証によれば、当初想定いた

しました平成29年度末ということでの竣工が厳しくなってきております。現在の予定ですと、平成30年７月ご

ろの竣工ということで、業者からは聞いているところでございます。７月ごろ竣工で、庁舎の引っ越しが秋ごろ

というのが現在の計画ということになってございます。引き続き工期短縮への努力というのは行ってまいりま

す。ただ、現在のところは、以上のような状況となっているところでございます。 

  続きまして、１枚またおめくりをいただきます。 

  市民説明会の予定についてのご説明でございます。本日ご説明しております基本設計案、それからその他の

情報について、市民説明会を開催したいというふうに考えてございます。２月に引き続きまして、市内８カ所で

説明会を行いたいというふうに考えてございます。日程については資料のとおりでございます。それから、あわ

せてパブリックコメントも実施して、市民からの意見聴取に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  続きまして、大項目の２、下のほうでございます。事業手法の件についてご説明をいたします。 

  次の８ページに比較検討表、また縦横になって申しわけございません。デザインビルド方式とアットリスク

方式ということで比較をしてまいりたいということで、以前もご説明をしておりましたこれらの事業手法につ

いての比較表でございます。 

  これも一長一短それぞれ長所、短所があるところでございます。例えば、表の中ほどでございますが、品質の

欄をごらんいただきたいというふうに思ってございます。 

  デザインビルドについては、発注者の意図した品質が確保されやすいとされています。一方、アットリスクに

ついては、最大保証価格の中で上限額に合わせた品質やデザインの変更の可能性が含まれているというような

指摘を受けてございます。 

  それから、同じく１つ上の欄でございます。施工コストの欄でございます。デザインビルドが競争原理により

事業費が圧縮できる可能性があるというのが反面、それから追加費用が発生する可能性があると、ついて回る

ということで、これは一長一短かなというところでございます。一方、アットリスクの方式については、予備費

を含んだ最大保証価格を設定するということで、追加費用の発生のリスクは抑えられるという点はございます。
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ただし、当初からその追加費用の分といいますか、予備費の分をあらかじめ計上しておく必要がありますとい

うようなことが指摘をされているところでございます。それらアットリスクの採用に関して、かかり増し費用、

現在のところ８億円程度を要するというような指摘を受けているところでございます。これまでの事業費に加

えて、アットリスクを採用するためにはなお８億円を積み増しする必要があるというような指摘を受けている

ところでございますので、現在の財政状況から見ますと、かなりの困難が伴うものというふうに推察をしてい

るところでございます。 

  それから、比較表の一番下でございます最下段のほうをごらんいただきたいと思います。 

  参加者の確保の欄がございます。建設管理支援業務でサポートいただいておりますその三菱地所設計のほう

で、大手ゼネコンであるとか、それからあとは地元の主要業者の聞き取り調査を実施しているところでござい

ます。 

  デザインビルドについては、かなり方式としてはこなれてきておるところでございますので、大手ゼネコン

さんの間でも競争性が戻ってきているというような聞き取り内容だという報告がございました。複数参加が見

込まれる状況であるという結論でございました。それから、あとは地元業者の中でもその聞き取りを実施して

いただきました。積極的に参入したいという業者さんがあるなど、複数社の参加が見込まれるような聴取内容

であったとの報告でございました。 

  一方、アットリスクに関しては、市内では田老まちづくり事業、それら土木系の基盤整備について、数社経験

があるようでございますが、殊建築に関してはまだ事業として一般化していないというような反応でございま

した。大手ゼネコンのうちの参入希望がありましたが、１社のみというような状況でございます。それから、地

元企業の参加は全く見込まれないような聴取内容でございました。 

  以上のことから、本事業における事業手法に関しては、詳細設計つき工事発注方式ということで、デザインビ

ルドの方式を採用するのがよいのではないかなと、当方は考えているところでございます。 

  長くなって申しわけございません。本日説明の最後でございます。現庁舎の跡地活用の件に入りたいと思い

ます。駅南側の拠点整備事業とあわせて、議会からもご指摘いただいてございます市民の関心も高い現庁舎の

跡地、本庁舎、分庁舎も含みますけれども、それの跡地の検討経過でございます。 

  資料の２として、基本構想素案の途中経過ということでお配りしているところでございます。まだまだ加筆

が必要な状況でございますが、経過説明ということでご了承いただきたいと思います。これまで市民アンケー

トの状況であるとか、市民検討委員会、それからワークショップ等々のさまざまな議論を経て、素案の取りまと

めの作業を現在進めているところでございます。 

  資料２の６ページと７ページをごらんいただきたいと思います。 

  先ほど申し上げましたとおり、市民の意向、要望としてアンケート調査を実施して、その抜粋部分でございま

すが、こういうようなニーズがありましたというようなところを短くまとめております。それから、右側には、

若い層を中心にワークショップを開催して、こんなことがありましたというような内容を書かせていただいて

おります。 

  １枚戻っていただいて、５ページ目でございます。 

  現庁舎の活用方針ということで、ここの１ページにまとめてございます。下のほうに確認事項として１から

３に挙げてございますが、①としては、この市庁舎については別途移転計画が進行中であるということで、駅の

南側への移転計画が現在ありますよということを言っております。それから、②については、この庁舎の建物、
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現庁舎の建物の継続利用のためには、耐震改修が必要です。それから、設備更新が必要です。それから、長寿命

化とかいろんな相応の経費がこれからはかかります。それから、③番目については、今後の公共施設の再配置に

ついては、この庁舎、現在の庁舎は重要な行政機能としての活用の計画はありませんというような事項を挙げ

させていただいております。ですので、下に書いてございます前提条件としては、庁舎機能の移転後には、早い

時期に解体し、敷地の有効利用を図るということで提案をいたしたいというふうに考えているところでござい

ます。 

  それから、同じく資料９ページをお開きいただきたいと思います。 

  ９ページに基本理念ということで、これからのこの跡地活用に関する基本理念を書かせていただいておりま

す。基本理念については、「『賑わいを創り出し、共に育む』新しい空間」という提案をさせていただいており

ます。 

  以下に基本方針を４つほど挙げさせていただいております。全部は読みませんが、憩いの場であったり、にぎ

わいの場であったり、つながりの場であったり、記憶を伝承する場であったりというような機能を持たせた跡

地活用が図られていけばいいのではないかなということで、現在は進めているところでございます。 

  まだまだ内容は歯抜けになってございますので、今後加筆を加えながら、年内をめどに取りまとめを進めて

いきたいというふうに考えておりますので、作業途上ということでごらんいただければと思います。 

  長くなりました。以上が本日の説明内容であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（前川昌登君） 説明が終わりました。この件について何か質疑があれば、挙手願います。 

  白石雅一君。 

○５番（白石雅一君） 基本設計のほう、今、詳しいのを見させていただいたんですが、この中で、サーモン教室、

適応指導教室に割り当てられるような部分がなかったので、そこの部分だけお伺いしたいのですが。 

〔「もう一度」と呼ぶ者あり〕 

○５番（白石雅一君） この計画というか、一応見させていただいた基本設計の検討図ですけれども、こちらの中

にサーモン教室、適応指導教室について割り当てられるような場所がなかったもので、お伺いしたいのですが。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 現在は庁内の中で検討してございますが、サーモン教室教育研究所については、

この庁舎の中に含むのではなくて、別施設の活用ということで教育委員会から聞いてございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） いっぱいあるので、夜までかかるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ま

ずはすみません、計算すればわかるのかもしれませんが、この３施設合わせた床面積、１階のですね、今現状で

の。教えてください。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 本編資料の４ページをごらんいただきたいのですが、耐震方式の説明の中の、下

の米印でございます。現在の平面プラン、このプランでいきますと延べ床面積としては１万3,756というところ

でございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） 私はそんなこと聞いてないんです。これは見てわかっているから、１階の床面積を聞い

ているの。３つの。延べ床面積はこれを見てわかっているんですよ。だから聞いているんじゃないですか。 
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○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 大変失礼しました。 

  ピロティー除きで4,526平米程度ということでございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） ピロティーというのは、それは外部でいいですね。外という意味ですね、ピロティーと

いうのはね。はい。 

  それから、この敷地に入る通路は、公用車が出入りする出会い橋の下というか、付近からと、106号バイパス

から入る部分と、２カ所ということでいいですか。確認です。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○２２番（松本尚美君） それから、早い時期としか言いようがないんですが、当初我々に説明していただいた資

料、私ちょっと持っていないんですけれども、駐車スペース、いわゆる駐車台数ですね、そこが幾らから今回の

百二十何ぼでしたっけ、122ということですが、どう変化しているのか、ちょっと教えてください。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 実は、駐車台数についてはまだ精査中でございます。最初の案ですと、平面に最

大置けるような絵を描いてございましたけれども、歩車分離が必要だということで、現庁舎のちょっと反省も

踏まえて、車をとめる部分と構内通路の部分を分けようというふうに考えてございます。ですので、現在は東側

から入った車がぐるっと外側を回って、内側が駐車スペースとなるような絵を描かせておりますが、それにつ

いては今122台ということで、もう少し精査を加えたいというふうに考えてございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） たしかこの駐車場、駐車スペースの台数もポイントになった、敷地含めてですね、なっ

たように記憶していますし、また、現庁舎と比較してという部分も当然あったと思いますし、また、現庁舎の敷

地以外に、職員の方々含めて駐車場を確保する周辺のエリアの中に、そういったトータル的にですよ、あるのか

どうかという部分もポイントになったと思うんです。そこはどういうふうに検討されたんですか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） まだ検討、十分には進んでおりません。今のところ、建物を決めて絵を描いてみ

たら、このぐらいしか引けなかったというような状況でございますので、ちょっとあとは空地の利用とそれか

ら動線の検討、それを加えてまいりたいというふうに考えてございます。それから、周辺の駐車場調査等はまだ

できておりませんので、以後になると思います。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） それがやはりここの場所に、この敷地というか、この位置に本庁舎を移す、保健センタ

ーを移す、またプラスアルファで、初めて今回宮古市が取り組むと言われる市民交流センターですか、そういっ

たものを配置すると。そうすると、何となく駅を使うとか、バスを使うとかということが前提になった雰囲気も

あって、じゃ、その車での来庁といいますか、車での利用という部分が二の次になった感じがします。当然、市

の職員の方々もバス、鉄道ではない、タクシーでもない、自転車でもない、歩きでもない方々が現状いらっしゃ

る。我々も来庁する際には、やはり駐車場を必要とすると。あと、交流センターなんかを設置するということに

なれば、今の現庁舎に加えて、市民の来訪を促すということになるわけですから、当然、トータル的な車での利

用といいますか、訪問ということは、これが後回しになっているというのは、ちょっと私は意外な気がしている
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んです。やはり、にぎわいを創出するとかいろんなことを言っているんですけれども、まずトータル的に何とか

ここよりも市民の訪問といいますか、交流を含めてふやそうという話ですよね。だから、そこはおろそかになっ

ているというのは、私はちょっと心外なんだけれども、なぜ遅いんですか。それは私は大きな１つのポイントだ

と思っているんでけれども。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 決しておろそかにしているわけではなくて、苦心しているところでございます。 

  市民アンケート等を見ても、車の利用から公共交通機関に切りかえたいという層はある程度は確認できてご

ざいますが、一定程度の車利用はあるものというふうに想像しております。それから、ご説明いたしました多目

的ホールみたいなものができると、車での来訪はなおふえようかなというふうに考えてございますので、今後

も精査続けていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） 精査というのは、私はそういう部分からすると、まずは厳しいと思うんですよ。精査す

るって、どう精査するんだかわからないけれども。どこか周辺を地上げするのかどうかよくわかりませんし、前

面にある某遊技場を買うのかどうか、利用するのかわかりませんけれども、あの立体駐車場だと利用できると

いうのであれば、私は可能だとは、まあ、限りなくですよ、可能性が出てくるなというふうには思っているんで

すけれども、この配置を見て、ますますその思いがするんです。いかにちょっと狭隘だということになるのかも

しれません。 

  じゃ、次にちょっと伺います。 

  市民交流センターが前回いただいたときには何となくちょっとわかりづらいプランというか、平面図という

プランがわかりづらかったんですが、何でこれは斜めになっている変形の建物を、これは設計屋さんが提案し

てきたものをそのまま我々に示しているのか、それとも発注者である宮古市が意図的にそういう形状にしてく

れということでこうなっているんでしょうか。そこを確認します。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 敷地形状からこういうような提案を設計者からいただいたものというふうに考

えてございまして、敷地の有効利用を図るためにはベターではないかなというふうに考えてございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） 敷地の有効利用ということもあるのかなという気はいたしますけれども、私はやはりコ

スト、それからいわゆる駐車スペースといった部分をどう確保するかということが前提にしっかりなければな

らないんですよね。ですから、立体的に利用すれば、限りなくですよ、建物を立体的にすれば、１階の床面積が

当然減る、減れば当然駐車スペース等々が確保されてくるということが明らかなわけですよ。違いますか、課

長。それが前提になくて、提案ですよと、考えたんじゃないですか。発注者は誰なんですか。設計屋さんの言う

とおりにやるというわけじゃないでしょう。だから、宮古市が求めるものを、まあ100％は無理にしてもですよ、

駐車スペースにしても、やはり何台分が必要なんです、最低でも。そういったことをしっかり持った中で、私は

やはり設計に入るべきだと思うんです。これをやっていると長くなるので、ちょっと終わりにしますが、防災配

置図入りの中で、防災の資機材が１階にあるということで、ＧＬを今、現状地盤から１ｍ上げると。中にはどこ

かに1.8という数字も見たような気がするんですが、これはハザードマップ上、あそこの浸水深といいますか、

想定する浸水深に十分耐えられる高さというふうに理解していいですか。 
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○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 基本計画でも検討経過はお示ししてございますが、ハザードマップ上では２ｍか

ら５ｍという浸水区域の中にこの市街地全域が入っているところでございますが、現実的に今、低い地盤から

考えていくと、この市役所前が今一番低い地盤だと思いますが、そこに比べれば３ｍ少々地盤が高いところで

ございます。ですので、基本計画においては、最大1.5ｍ程度ではないかなというところを示しておるところで

ございます。備蓄倉庫、機材倉庫についても、床の高さはこの計画ですと１ｍ程度ということになってございま

すので、あとは床置きしないとか、棚をつくって少し上げるとか、そういう工夫でクリアしていけるものという

ふうに考えてございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） 私は、やはりそういうのでは、ここからそこに、今想定しているといいますか、予定し

ている場所に移るということは、防災機能を含めて、市民、自分たちここに勤務している職員とか我々もたまに

来るんですけれども、そういうだけではなくて、エリアを含めてまた全体の支援体制を想定して、防災機能を含

めた施設を構築するという、つくるということですよね。であれば、当然、浸水した場合、１ｍであれ50㎝であ

れ、なったときにその防災、いわゆる機材とかですが、そういったものがスムーズに、全域に対してですよ、対

応できるような位置づけにしないといけないのではないですか。これは50㎝でも水深、水がかぶると、グラウン

ドから、ＦＬからというか、床からかぶると、そう簡単にいかないですよ。これは、出せますか。船を使うか、

何か入らないと、できないじゃないですか。だから、災害時を、緊急時といいますか、そういったことを想定し

て、今回改めて再認識した中で構築していくということですから。今の課長の、私は、危機管理課でもいいんで

すけれども、いいんですか、こんなことで。そうじゃないでしょう。スムーズに運び出して、そして提供できる

ライン、ルートも含めてですよ、確保できるようにしなかったらだめじゃないですか。ヘリコプターでも呼ぶん

ですか。もう一度お答えを。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 最悪の場合ですと、先ほど申し上げたとおり、1.5ｍ程度の浸水は予想されてい

るということでございますが、別途、河川整備等も図られていくので、実際にはそれより低いのではないかなと

私自身は考えているところでございます。 

  それから、あと、その防災備蓄の物品、それが市内の避難所とかに配る物品のみがここに入るわけではなく

て、ここは一時避難した方々の備蓄の物品、それから、それに伴う資材というふうに考えているところでござい

ますので、避難所等への物品の配送はまた別途ということになろうかと思います。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） 私は違うと思いますよ。単に、ここが被災しなくてもほかの地区で、ここに影響がない、

運び出せる場合だって当然あるわけですから、ここの資機材を活用するということだって十分考えなければな

らないわけですよね。だから、全体的にどうなんですかという話をしている。その私のやりとり、質問の中のこ

こだけ切り取るんじゃなくて、全体的にやはり考えていかなきゃならない。 

  それから、河川整備が進むという、あなたが保証するんですか、これ。全然進んでいないですよ。これは、30

年、50年、それから100年周期のスパンの中で、アイオン、カスリーン台風以後、防潮堤、河川堤防をつくって

きています。河川断面も確保しなければならない、河床をとめるためには、これは河川堰堤もつくってきていま

す。河川堰堤がもう決まっているんですよ、これ。この河床の高さというのはもう決まっているんです。これが
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今、異常気象といいますか、最近でいえば茨城県常総市含めた鬼怒川の下流域、また宮城県含めて、想定外とい

うような表現はしますが、100年周期を超えているんですよ。ただ、一部は想定してこれは危ないと、早くやら

なければならないなというところが破堤したということでありますけれども、河川堤防整備にというのは、課

長、どういうことですか。自分の個人的な見解をお話ししているんですか。これは、岩手県土木センターが100

年も200年も大丈夫だと言っているんですか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 大変失礼しました。先ほどの発言は私見の部分でございました。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） ここはぜひ、このポイントは大事なところですから、検討の値があるなと思います。 

  それから、この吹き抜けの部分ですけれども、こういった建物、最近ははやりといいますか、採光の問題とか

いろんなメリットがあるということもありますが、これは発注者である宮古市が、こういう吹き抜けをつくっ

た建物を提案して書いてくれということになったんですか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 吹き抜けについては指示事項ではございません。ただ、基本設計のプロポーザル

のときに技術提案もあったのを吹き抜けで採光及び自然通風を確保したいという提案でございましたので、こ

れは有効であるというふうに考えてございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） これは、私、正確に積算していませんけれども、当然、コストはかかると私は思います。

それと、採光の問題とか換気といいますか、通風というのかな、通気というのはちょっとあれですが、そういっ

たことについては、別途、私はこの吹き抜けがなければ採光が十分確保できない建物がつくれないとは思って

いません。それは、吹き抜けがあれば採光は取りやすいということは事実ですし、冷たい空気は暖まれば上昇し

ますから、そういった気流的な部分を活用するということは理解をします。が、しかし、一方で、このコスト、

ランニングコストですね、イニシャルコストとランニングコスト、これは私はかかるというふうに理解するん

ですが、そうならないと、むしろ安いということですか。コストが低いということですか。発注者の分析は。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） イニシャル、ランニング、トータルしてどうなのかというような精査はまだでき

てございません。ただ、敷地制限からいって、正方形の建物に現在なってございますので、40ｍ四方の中央部が

真っ暗になってしまうということは危惧しているところでございますので、吹き抜けは有効であるというふう

に考えているところでございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） であれば、やはりこの建物の形状を含めて、立体的な部分も含めて、私は見直す必要が

あると思いますよ。今の課長の答えが正しいとすれば。これでこの採用を吹き抜けにすると、私はコスト、イニ

シャルコストもかかると思います。それから、ランニングコストも、これもかかると思います。なぜなら、ガラ

ス面積は大きいわけですよ。当たり前の話ですけれども。壁が多くなるということは、やはり建物、皆さんのお

うち、自分の、木造でもいいですけれども、住宅を建てられてみればわかると思います。こういう建物をつくれ

ばかかりますよ、間違いなく。だから、やはりイニシャルコスト、ランニングコストはしっかり押さえていかな

いと、先ほども話がありましたよね、アットリスク方式でやると８億円、現状の、または将来的な財源確保、財
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政を考えると、８億円ですら大変だと、厳しいという認識を言っているわけですよね。ですから、そこはやはり

しっかりと私は押さえるべきだと。押さえて進めないといけないと思います。この形状ではお金はかかります

よ。交流センターを含めてです。間違いなくコストはかかる。 

  それから、オープンスペースとかそういった部分が本当に必要なのかどうか。これは町交流センターの音楽

教室だとか、さまざまありますね、ホールもありますけれども。今、何ていいますか、これの一部触れていると

ころがあるんですけれども、公共施設の再配置を鋭意検討中というか、進めているわけですね。ですから、空き

校舎であるとか、ほかの施設であるとか、例えば保健センターもですよ、今、仮の保健センター、小山田にある

んですけれども、私は別な場所に建てて、そこの仮設の用が終わった後はしっかり使える場所にという意見も

申し上げたんです、提案もしたんです。が、しかし、ないということで、アリーナの駐車場、これは当初３年以

内に保健センターが復旧すればという話だったのかもしれませんが、３年を経過してはおりますけれども、ば

らすと。１億2,000万円かけた仮設の保健センターを壊しちゃう、撤去する。こんな無駄なことするな。私は、

今、社会福祉協議会に貸している裏の山を取っ払って、そこに駐車場を移動させて、後々の利用はどうだとい

う、これも社協さんに拒否された。どっちが家主なんだかわからないような話で今あるわけですよ。ですから、

ああいった施設をどう活用していくか、これもやはり考えなければならないんじゃないですか。 

  あとは、愛宕小学校にしたって、今、グラウンドに仮設がありますから、ああいった町場に近いところにある

空き校舎をどう活用していくか。私は、無駄な施設だというふうに思いますよ、今の８億円ですら財政が厳し

い、調達が厳しいという状況の中で。もっと工夫して、市民にも理解してもらってやらないといけないんじゃな

いですか。これを申し上げたいですね。 

  それから、部分的に６階の議事堂というのかな、議会のところなんですが、フロアですが、展望台にするとい

うような雰囲気のお話ですけれども、６階に議会が、私も28分の１ですから、全てじゃないかもしれませんが、

６階に議事堂を位置づけたら、配置したらどうですかという提案をしたのは、やはり６階から下は市民が利用

しやすい、むしろ１階に議事堂があっては不便をかけると、むしろ一番市民の利用にとって妨げにならないの

が最上階でないかということなんだと、私はそう思っています。そこを、何か回廊をつくって、ホワイエだか何

だかわからないですけれども回廊をつくって、展望台にしてカフェテラスだか何かやるとか、これは間違って

いるんじゃないですか。こういう無駄なスペースをむしろ一部であってもですよ、４階以下の皆さんと共有し

て使えるスペースを、会議室が足りないのであれば会議室をつくるとか、そういうことをやったらいいんじゃ

ないですか。何でこういうことを、これも皆さんの要望というか、提案で書かせたんですか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 最後のお尋ねの件でございますが、回廊と市民ロビーについては、市民検討委員

会等でご要望があった事項でございますので、ちょっとそれを絵にしてみたというところでございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。 

○２２番（松本尚美君） であれば、我々にもそういった市民検討委員会で発言させてくださいよ。説得するとい

う意味じゃないですけれども、しっかり説明しますよ。私はですよ。議長はどう考えているかわからないですけ

れども。市民ニーズがあるとかないじゃなくて、それも大事なのかもしれません。でも、そういう今、宮古市が

財政も含めて身の丈に合った市役所をつくりました、つくったはいいが、市役所だけが目立って、あとはみんな

廃れて、ペンペン草が生えるような町になっちゃいけないでしょうというのが私は基本だと思うんですよ。今、

地域創生を含めて、ほかにもお金かかるんですよ。かけなければならないんですよ。だから、いかにコストを下
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げて低く抑えて、周囲の利便性はもちろんなんですけれども、そこをどう対応していくかというのが私はやは

り最優先のポイントだと思いますよ。違いますか、課長。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） おっしゃることはごもっともだと思います。あとはバランスの問題であろうかと

いうふうに考えてございます。 

○議長（前川昌登君） 松本議員。まだ。 

○２２番（松本尚美君） じゃ、だんだん終わりにします。私だけではないでしょうから。 

  ただ、いずれこういったことをきょう我々にも説明いただいて、また市民にも説明して、これは何にも変える

ということ、変化を大きくやはり持ってもらわないと。これはどんどん進んでいくんですよ。後々になって、こ

れをまた変更するにもお金がかかる、何もない、完成がおくれる、もう急ぐこと、完成をさせることを人質にさ

れてしまう。これは今までずっとあるんですよ。部長、最後、どうなの。 

○議長（前川昌登君） 山崎企画部長。 

○企画部長（山崎政典君） 議員のご意見の中には、聞くべく部分も確かにございます。駐車場の関係なんかは、

基本計画の中では180台程度想定するということですから不足もございます。現時点ではなかなかまだ出せない

んですけれども、山田線の宮古釜石間の移管に伴って、もっとこの東側の八幡沖踏切に至る部分まで、ＪＲから

の譲渡を受ける予定がございます。ただ、その中には三陸鉄道の2,006両の車庫とかそういった整備もあります

ので、不足する駐車場はそういった中でのＪＲから譲渡を受ける敷地の中でも、なおつけ加えて検討してまい

りたいというふうに思います。 

  また、議会の運営につきましては、これまでの冒頭に多田課長から申し上げましたとおり、議会のほうでもご

意見を集約してほしいということでお願いをしておりますので、そこは議会の中でまとめて出していただけれ

ばいいなというふうに思っております。決して急いでいるというわけではございません。我々はちゃんと手順

を踏んで、説明はしていくつもりではございますので、その点はご理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（前川昌登君） その前に、須賀原議員。 

○１２番（須賀原チエ子君） すみません。このプランが完全にでき上がったものではないということだったんで

すけれども、幾つか要望をお願いしたいなと思っています。特に、高齢化とか子供たちのことを考えると、もう

ちょっと幾つかお願いしたいんですけれども、まず１階プランの中でなんですけれども、駐車場の屋根のかか

る部分ってあるのかどうか。やはり乗りおりとか、あと障害者の方々にはぜひ屋根をつけていただきたいんで

すけれども、そこの部分はいかがでしょうか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） それでは、平面図の１階プランをごらんいただきたいというふうに考えてござい

ますが、正面の赤い矢印が書いているところでございますが、防災広場（ピロティー）と書いているところでご

ざいます。ここに点線表記が点々と手前側にございますが、こちらは２階部分がせり出してくるところでござ

いますが、ここは軒下ということになります。それから、風除室から手前側に伸びている点々とＬ字型になって

いるところでございますが、これはいわゆるキャノピーというか、屋根部分をせり出していきたいというふう

に考えてございます。形状はこれからの製作でございます。それから、右側に３台身障者と書いてございます

が、いわゆる人に優しい駐車場のスペースでございますので、身障者、高齢者、子育ての方、それぞれお使いい

ただけるような屋根つきの駐車場というふうに考えてございますので、屋根つき駐車場にとめていただければ
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そのまま軒下のほうを通って正面玄関に入れようかというふうに考えてございます。 

○議長（前川昌登君） 須賀原議員。 

○１２番（須賀原チエ子君） ありがとうございます。 

  あと、１階のほうを入っていきまして、左右に分かれてあるんですけれども、私が見ていて一番感じるのが、

トイレが一番奥なんですよ。こんなにいっぱいではなくてもいいんですけれども、子供を連れたお母さんとか、

あと足の悪い年配の方々が、ここを突っ切って奥まで行くってかなり大変なことです。何ともない方は何とも

ないんですけれども。ぜひ、ずっと手前のほうにトイレをつけて、これを全部移せではないんですけれども、何

個か分だけでも入り口付近、もしくはその外の部分に、ぜひ検討をお願いしたいです。 

  そこは後でもいいんですけれども、あと続きまして時間ないので、２ページのほうにもお願いしたいところ

があるんですけれども、まずここの部分で１つ気になりましたのが、せっかく何というんですかね、線路側に向

かってすてきなスペースをつくっていただいて、一番奥の和室の部分の向かいが今度はトイレになっちゃうん

ですよ。せっかく縁側つくってみんなで座っていい雰囲気の目の前が今度はトイレになるので、ここも何とか

どこかにうまく移動をお願いしたいということが２つ。 

  それからもう一つ、ずっと奥のほうのスタジオの隣にトイレとロッカーと更衣室があるんですけれども、こ

ういうふうに男女を並べて建てていただくのは、私はすごい危険だと思います。正直言いまして９時、10時ぐら

いまで動いて、ここで動こうとしたときに、あとトイレも別々だったりするので、男女をしっかり分けて、トイ

レとロッカーをつくってほしいです。 

  あともう一つお願いしたいのが、貸しロッカーをぜひお願いしたいんですよ。どこかの部分に大きく。いろん

なことをやるのに、いろんな物を持ってこなきゃならないんですよ。例えば、手芸やるにしても、運動するにし

ても、そういう物を置けるスペース、貸しロッカーの形でいいと思うんですけれども、その辺をお願いしたいと

思います。 

  今気づいた部分はこの部分なので、何とか検討お願いします。 

○議長（前川昌登君） 田中議員。 

○２６番（田中 尚君） 資料の６ページ、資料といってもいっぱいいただいているんですが、最初の資料であり

ます。 

  この中に、いわば耐震構造の際の建築、建設工事費、これは動くわけでありますけれども、73億3,000万とい

う数字が出ております。これはいわば今後の建設する際の概算ということで受けとめているわけでありますけ

れども、整備しようとする建物は、交流センターが4,220、市の庁舎が8,300㎡、保健センターが1,235㎡、合わ

せて１万3,755㎡であります。これです。 

〔「何ページ」と呼ぶ者あり〕 

○２６番（田中 尚君） 最初の資料、６ページです。差しかえていない。ちょっとページが違った。 

〔「申しわけございません、本日差しかえているようでございます。差しかえ

後のやつだと４ページの資料」と呼ぶ者あり〕 

○２６番（田中 尚君） すみません、ちょっとせっかくいろいろ書いてきたので、当日配られても真っさらな状

態でやると私のほうが混乱しますので、そういう意味で、ちょっと今、私の、最初にいただいた資料お持ちでし

ょう、皆さん。最初にいただいた資料も。だから、最初の資料でお願いします。 

  そこで伺いたいことは、この73億3,000万の内訳は説明できますか。これは、建設工事費でしょう。交流セン
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ター、単純にそれとも平均単価で掛けているのか。この73億3,000万の根拠を伺いたいです。あらあらだったと

しても。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 現在の平米単価というところで大概算を出してございます。庁舎と保健センター

については平米当たり52万5,000円、市民交流センター、仮称でございますが、55万5,000円で現在積算をしてい

るところでございます。 

○議長（前川昌登君） 田中議員。 

○２６番（田中 尚君） よくわかりました。 

  そこで、実は私、これは、29日の毎日新聞さんの記事の写しでありますけれども、遠野市でもやはり中心市街

地の活性化目的に庁舎ができるようであります。非常に私、この写真を見てすばらしいなと、デザイン性が豊か

ですね。宮古はコンクリートの塊ですよね。そこで伺うわけなんですが、この公共施設に木材利用を促すという

ことで、我々も説明いただいておりますが、今回の基本設計にそれはやはりどういうふうに生かされているの

か、その点については全然考慮されていないというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 全く考慮していないわけではございませんが、コンクリートの塊というのは多分

イメージパース、ボリュームパースを見てのご発言かと思うんですが、これは色相というんですか、色合いにつ

いては全く考慮しないで、その塊感としてどのように見えるかという絵でお示ししたものでございますので、

大変つまらない絵になってございますが、木材利用は適切に図っていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（前川昌登君） 田中議員。 

○２６番（田中 尚君） 遠野市を例にいたしますと、庁舎の整備費、総事業費が約30億円であります。もちろん、

宮古市が考えております延べ面積からいきますと若干小さいわけでありますが、5,200㎡の庁舎用地で総建築工

事費が18億円というふうになっております。ですから、やはり先ほどお話しいただいたように、この交流センタ

ーをどう我々は判断するのか、先ほどの松本議員の質問もその辺なのかなと思って私も聞いているわけであり

ますけれども、市の庁舎の半分以上の面積を持つ交流センターを、しかも平米単価55万5,000円の高い建築単価

で整備しようとする、これをやはり我々がどう判断するかというのは、１つあるのかなと思っているんですが、

いわばその用地取得の財源上、これをつくらないと、（仮称）交流センターをつくらないと、財源の、土地取得

のいわば保証がなくなってしまう、そういうことはありますか、ありませんか。お答えください。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） これまでも何度かお答えさせていただいた事項だと思いますが、津波復興拠点整

備事業を導入しているという背景には、当然、市民交流施設、それから防災機能、それらを含んだ形で交付金申

請をしているというのは事実でございます。 

○議長（前川昌登君） 田中議員。 

○２６番（田中 尚君） 今の多田課長のお答えを私なりに理解しますと、名称はどうであれ、（仮称）市民交流

センターを整備しないと、非常に難しいという、そういうふうに短絡的に理解したわけでありますが、もっとわ

かりやすい聞き方をしますと、交流センターを極力、例えばカットしてもですよ、庁舎自体が防災交流的な機能

を持ちますという説明をすれば、またそういう形のいわば庁舎の建築をすれば、財源問題は生じない、そういう

理解はありますか、あり得ませんか。 
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○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 当方では想定してございません。 

○２６番（田中 尚君） 大事な部分だと思いますので、そこは私の質問に対しては、後でお答えをいただきたい

と思います。想定していないのは想定していないと当局の考えですから。私の聞いているのは、これは復興交付

金で用地取得をしようとしていますけれども、宮古市は土地がいっぱいありますよ。もう一番、公共団体の中で

は、私は資産家だと思っております。少なくとも公共用地に関しては。その一つとして愛宕小学校も出ました

し、これから学校はどんどん統廃合の話に向かっていくときにですよ、新しく、しかもこんないろいろ問題にな

る用地を果たして買っていいのかということは、ちょっと離れますので、そこにとどめますけれども、今説明さ

れた中身の質問でいきますと、吹き抜けの問題です。これは私、端的に伺います。 

  寒冷地に向かないんじゃないですか。平面図の中身はちょっと精査していませんが、吹き抜けということは、

熱が逃げていく話なんですね。今、市の庁舎でも１階は寒いです。吹き抜けがなくても。これを１階から５階ま

で吹き抜けにして、寒冷地域の宮古において、果たしてこの吹き抜けが自然換気上はいいわけでありますけれ

ども、逆に言うと暖房が逃げていくという点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 単純に穴があってその煙突効果みたいにどんどん逃げていくというようなイメ

ージではなくて、上のほうに滞留した暖房を再度下のほうに戻すような手法を考えているところでございます。 

○議長（前川昌登君） 田中議員、まだ続きますか。 

○２６番（田中 尚君） 最後になります。あとちょっと。いっぱいあるんですけれども、ちょっと整理して肝心

な部分だけ取り上げさせていただきます。 

  資料の２をごらんいただきたいと思いますけれども、資料の２の31ページであります。 

  ここは、市民サイドから見て、市民交流センターが整備されたときにあなたは利用しますかと、いわば市民の

ニーズの結果が出ております。１番が使いたいと市民が思っているのは、ふれあいカフェであります。これは

32％、１桁台の部分が視聴覚室、それから貸し部屋、和室、子どもふれあいコーナー、こういうのは逆に言うと、

市民ニーズのないものを整備しようとしている、私はそう受けとめたんですよ。したがって、この利用アンケー

トの結果をどう受けとめるんですか。私はこれを見たら、資料の部分でいろいろ面積が減っていますよ、当初の

4,400から見たら。これを見たら、交流センターそのものが、市民は必ずしも必要だと思っていない、そう判断

すべきじゃないですか。私はそう思うんですが。そういう意味で、市民が初めから利用したくない、そういうア

ンケートの結果が出ているのを無視して、4,000㎡の交流センターをつくるなんていうのは、何のためにアンケ

ートをとったんですか。基本設計に反映させるということでやっていますよね。その辺がちょっと私はわから

ないので、そこを最後に伺って終わります。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 今回のアンケート結果については、別途10月１日号の広報で皆様方にお知らせを

しているところでございます。数字については、確かに議員ご指摘のとおり、ばらつきが出ているところでござ

います。基本構想、基本計画のあたりから、面積の増減等、何回か作業させていただきながら、現在の提案とし

ているところでございます。あと、背景といたしましては、これまでの利用団体へのアンケートですとか生涯学

習団体へのアンケート等も加味した上で、こういう提案を現在させていただいているところでございます。 

○議長（前川昌登君） 落合議員、長くなりますか。 
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○２０番（落合久三君） 午後からやるんですか。 

〔「質問者があと何人いるかということですか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前川昌登君） 落合議員で終わりです。 

〔「まだ私もやりたい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前川昌登君） 昼食のため、暫時休憩します。 

午後１２時０４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（前川昌登君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  まず最初に、多田復興推進課長より訂正の申し出があります。 

  多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 申しわけございません、資料の訂正をさせていただきます。 

  本編の資料でございます。１ページをお開きいただきたいと思います。 

  施設の設計方針と平面プランということで、市民交流センターの表がついてございます。基本設計時の数字

が左のほうに列記してございますが、実はちょっと直前に表を組みかえた関係で、足し算されていない部分が

ございました。 

  中ほどに防災展示学習室400㎡というのがございます。これが小計でございます一番上の市民活動交流機能に

足されていなければならなかったところ、足してございませんでした。ですので、2,110.00㎡のところが

2,510.00㎡になります。合計の一番下の4,400㎡は変わりなしということで、おわびして訂正いたしたいと思い

ます。申しわけございませんでした。 

〔「議長、提案があるんですが、よろしいですか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前川昌登君） 長門議員。 

○１８番（長門孝則君） この中心市街地の件、資料がきのう届いたんですけれども、この案件、非常に大事です

ので、将来に禍根を残さないと、そういう意味も含めて、さらに議会としても検討する必要があるのではないか

なと、そういうふうに思っているんです。それで、10月19日でしたっけ、市民説明会。その前にもう一回全員協

議会を開いてほしいなと。その間に、例えば各常任委員会、あるいは会派で検討をしてみると。きのうもらった

だけの資料で全部精査、ちょっと無理なんですよ。だから、もう少し詳細に検討する、精査する時間が欲しいな

と、そういうふうに思っているんです。 

  議長にお願いなのは、もう一回市民説明会がある前に全協を開いていただいて、そこで最終的に議会として

の総意を当局に示すと、そういう形のほうがいいのではないかなと。今ここに、きょうは質問がある方は質問し

ていいと思うんですけれども、今言ったように非常に大事な案件ですので、そういう取り扱いを議長のほうに

お願いしたいと、そういうふうに思います。 

  よろしく取り計らいをお願いします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前川昌登君） 今、お聞きのとおり、長門議員さんからそういう提案がありましたけれども、皆さんはい

かがですか。 

〔発言する者多し〕 

○議長（前川昌登君） 田中議員。 
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○２６番（田中 尚君） 山崎企画部長のほうからは、１つはやはり、この事業については決して急ぐわけではな

い、それから議会としての意見もいただきたいという説明がございました。したがって、今の長門議員の提案と

いいますか、我々これから必要なのは、議会としてこの問題に向き合う、やはり何だろう、討論の場、合意形成

の場が必要ではないのかなと思っておりますので、その１つの舞台が全協になるかどうか、これは議運のほう

でもちょっとしっかり議論して、日程を具体化させていただきたい、議長にはよろしくその旨をご理解、ご協力

をいただきたいと思います。よろしく。 

○議長（前川昌登君） あれですよね、議員同士の提案ということになるということで。 

○２６番（田中 尚君） そうです。 

○議長（前川昌登君） 当局は入らないということで。 

○２６番（田中 尚君） 入りません。 

○議長（前川昌登君） 議員さんたちがいろいろこれについて検討してみて、こういうことが直したらいいとか、

意見を出すということで。 

○２６番（田中 尚君） ですから、合意形成に必要なのは、当局の提案に対する我々議員サイドの理解なんで

す。そういった意味で、きょうの全協を踏まえてですよ、きょうじゅうにも、それこそ松本議員は夜までかかる

と言いましたけれども、我々が夜までやろうというのであれば、全協を開く必要はなくなるかもしれないし、そ

ういった意味で、そこはまず当局の計画案をしっかり質問、説明を深めた上で、どうあとは議会として当局のほ

うに意見を上げるか、この分については議会としてのやはり合意形成の場を持つ必要がある、そういう意味で

すので、よろしくお願いします。 

○議長（前川昌登君） 当局のほうはいいですか、それで。19日までに、議会のほうの検討結果を示すということ

で。間に合わないか。 

  山崎企画部長。 

○企画部長（山崎政典君） 今の長門議員、それから田中議運委員長のご提言ですけれども、それは市民説明会に

入る前に、議会としてのご回答をいただいた上で、我々も入りたいというふうに思いますので、それで構わない

と。ただ、会期中の中で結論を出していただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（前川昌登君） それでは、質問に入ります。 

  落合議員。 

○２０番（落合久三君） というようなことを踏まえて、１つは市民交流センター、先ほど多田課長のほうから数

字上の訂正があって、それがなければそれを聞こうと思っていたんですが、それは説明があったので省略をい

たします。 

  そこで、この市民交流センター、私たちの会派は一般質問で、私も２回前だと思いますが、基本的にこれは必

要ないんじゃないかという意見を申し上げましたが、今それを蒸し返すという意味ではなくて、この市民交流

センターがこういう内容で、こういう面積で整備されようとしているんですが、改めてお聞きしますが、今ある

中央公民館との整合性といいますか、現時点ではどういうふうに考えているのか、つまり今の中央公民館は公

共施設の再配備計画も同時進行で、今、検討されているんだと思うんですが、端的に言えば、中央公民館は早晩

これはなくするという前提での提案なのかどうか。そこら辺のところをちょっと、改めてきちっと現時点での

判断を示してください。 

○議長（前川昌登君） 山崎企画部長。 
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○企画部長（山崎政典君） 公共施設再配置の計画については、今、内規で検討を進めていまして、10月26日に公

共施設あり方検討委員会を開く予定でございまして、そこら辺から素案を出してということでございます。議

会には、できれば12月議会のほうでおおむねの概略案を示したいというふうに考えております。 

  現時点の、あくまで市側の考え方ですけれども、中央公民館、それから中央公民館分館、これは10年のうちに

は廃止をするという方向で、公共施設再配置計画の中では現在検討を進めております。 

○議長（前川昌登君） 落合議員。 

○２０番（落合久三君） わかりました。 

  次、これは資料１、Ａ３サイズの資料１の、１階プランのところで質問をいたします。 

  冒頭、多田課長のほうからは、この１階プランの線路寄りのほうに、緑色のやや太目の境界線みたいなのがあ

って、そのすぐ左隣下のほうに説明があったんですが、四角の中にプラス500、つまりこれは50㎝のかさ上げを

しますよという意味ですという説明がありました。それから、そこから上のほう、つまり交流施設と庁舎の施設

にかかわる部分からは、同じような記述で、四角でプラス1,000、つまり１ｍのかさ上げをずっと行うというの

が、この数字が何カ所かにずっとあるんですが、この建築されるだろう施設の外側の50㎝かさ上げ、それ以外の

１ｍのかさ上げ、これは基本的には何でかさ上げするんでしょうか。何でというのは、土砂なのか、それ以外の

何かを考えているのか。まずそこをお聞きします。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長 

○復興推進課長（多田 康君） 基本的には用地の中を不陸整正、でこぼこを直すための土砂は入れなければなら

ないというふうに考えておりますので、プラス500で表現した道路部分ですとか駐車場部分については、基本的

には土砂を入れたいというふうに考えているところでございます。ただ、排水勾配等をとらなければならない

ので、一律500ということにはならなくて、勾配ですりつけるような格好になろうかというふうに考えてござい

ます。 

  それから、建物のプラス500の分でございますが、こちらは建物の基礎として上げたいというふうに考えてご

ざいますので、道路のプラス500のところにスロープというような表記もございますけれども、地盤と建物の間

は基本的には50㎝ぐらい段差がありますよと、そこをスロープ等で解消していきたいというような考えを持っ

てございます。 

○議長（前川昌登君） 落合議員。 

○２０番（落合久三君） それも一番上はまさか土のままではないと思うんですが、土を盛った上で必要な施しを

するという意味ね。 

  そういう構想でいきますと、ざっと何立米ぐらいの土砂が必要になるんでしょう。それは、現時点では数字は

出ておりますか。 

○議長（前川昌登君） 多田課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 申しわけございません。きちんとした数量としては今、持ち合わせてございませ

ん。 

○議長（前川昌登君） 落合議員。 

○２０番（落合久三君） じゃ、それは後で教えてください。要するにこれも、ここの場所が前からずっと、るる

その時々説明もあるように、アイオン台風等で浸水をした場所であると。この実施設計がされる前に、どっちみ

ちここはそういう安全性を確保するという意味でも、単純に盛り土するかどうか、そういう表現や記述ではな
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かったんですが、どっちみちそういうことが必要だという説明をしてきたやつなので、これがどの程度の分量

になるのか、したがってその費用としてもどの程度がかかるのかというのは、さっきの建設常任委員会の審議、

財産取得のときに、汚染物質を除去して埋め戻す、プラス、今、多田課長が言ったでこぼこを直すために50㎝も

う一度敷き直す、建物を建てる部分はさらに50㎝、合計１ｍ上げていくということになりますと、相当な分量の

土砂等が必要になるのかなと。そういう意味で、そういう問題意識を持っての質問でしたので、今、数字は持ち

合わせていないということですので、これは後で教えてください。 

  ３つ目の質問なんですが、この建物の、先ほど同僚の田中議員のほうから３施設合わせてどの程度の面積に

なのかということの質問に対する答弁で、課長のほうからは、保健センターと庁舎のほうは平米当たり52万で

したっけか、交流センターのほうは平米当たり55万何がしと書いてありますが、という答弁があったんですが、

そもそもこの３つの施設の建築の単価の前提になる建物は、ＲＣ構造なのか鉄骨なのかという点はどうでしょ

う。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 説明を省いておりましたが、鉄骨造ということでございます。それは前回プロポ

ーザルの資料説明のときに既にご説明済みでございます。 

○議長（前川昌登君） 落合議員。 

○２０番（落合久三君） 大変失礼しました。鉄骨ね。はい、わかりました。 

  それから、最後ですが、本編のほうの７ページ、事業スケジュールが書いてあります。この中で、マスタース

ケジュール、平成27年３月からマルポツがあってびゅっと引っ張って、平成28年８月まで実施設計というふう

になって、この実施設計が終了すると、マスタースケジュールの中の下のほうに準備工事というのがもう間髪

入れず始まる予定になっており、その下の大くくりの本工事のほうを見ますと、準備工事がもう10月、これはほ

ぼ10月１日あたりから始めるよというような意味合いだと思うんですが、この点でちょっとお聞きしたいのは、

きょう示されている基本設計はあくまでも中間的ないわば検討図ですよというふうに銘打ってありますので、

最終でないというのはそのとおりなんですが、これはこういって聞き及んでいる範囲では、10月末には基本設

計としてまとまると。誰に聞いたんだったかな。課長じゃないか。 

〔「電話を頂戴しました」と呼ぶ者あり〕 

○２０番（落合久三君） そうですよね。 

〔「11月の頭ということで」と呼ぶ者あり〕 

○２０番（落合久三君） 11月の頭に基本設計が完成をして、そこでまた議会とのやりとりだ、いろんな内部の検

討だ、市民検討会云々とやって、今、私が触れた７ページにいって実施設計、今度はこれは金を入れて、これが

予算内に本当におさまるのかどうかというようなことがずっと入るという意味だと思うんですが、そこで質問

は、この実施設計がですね、これ見ると予定では８月末までかかって、そしてこの本工事が１カ月するかしない

かで本工事の準備工事が始まると書いてあるんですが、これでいきますと、入札の公告、入札、１カ月のうちに

やるというふうに思われるんですが、その辺は相当きついんじゃないかというふうに素人ながら思うんですが、

そこはどういうふうにクリアする考えなのか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 事業手法のところでもご説明をしたところでございますが、再度８ページをごら

んいただきたいと思います。 
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  ８ページの本編資料ですね、Ａ３判でございます。ここでデザインビルド方式とアットリスク方式というと

ころでの比較表でございますが、現在、有利ではないかというふうに我々が考えているのが、①のデザインビル

ド方式でございます。これは詳細設計つき工事発注方式というふうな方式で呼ばれてございます。ですので、先

日も少々お話ししたかと思うんですが、来る12月議会においては、事業手法を明らかにした上で、こういう形で

実施設計を発注したいということをお諮りしたいと思います。その中で、一体で工事も発注するという形態が

とれるのではないかと現在考えているところでございます。ですので、実施設計を終えてからの工事発注とい

うことではないということをご理解いただきたいと思います。 

○議長（前川昌登君） 落合議員。 

○２０番（落合久三君） デザインビルド方式を採用したいというのが現時点での判断なようですが、最終ではな

いにしても。これは議会には多分、私の不理解はきょう初めて説明あったように思うんですが、違いますか。私

の頭の中にはＣＭ方式はずっともう前からあるので、これはＣＭ方式は、出崎のときからずっと我々も議論し

てきているので、その実施設計の作業と同時進行的に施工もやれるんだというのがコンストラクション・マネ

ジメント方式だというふうに思って、しかし、きょう提案があったのは、どちらも書いてはありますが、この最

終的には地元の業者の参入も保証するし、品質もこういうふうに担保すると、そういう意味でデザインビルド

方式のほうがいいのかなというふうに現時点では考えているというふうに受けとめたので、そうすると今、課

長の説明では、この工期のところですね、設計段階から施工者の意見を取り入れやすい、また設計段階から施工

準備に取りかかれるため、工期短縮につながると。こういう工法だということなわけですね。確認。 

○議長（前川昌登君） 山崎企画部長。 

○企画部長（山崎政典君） ことしの３月に議会の議運の皆さんにもお渡ししたと思うんですが、基本計画まとめ

ます、その段階で既に従来方式、要するに基本設計をして、実施設計をして、そして発注をするというものと、

デザインビルドという実施設計がついた建設工事もあわせて発注するという方式は、既に示しております。そ

して、逆にその後に、アットリスク型ＣＭという方式もあるということで、今度はその検討をしてきたというこ

とですので、今回突然出てきた内容ではないということで、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（前川昌登君） 落合議員。 

○２０番（落合久三君） 最後、３ページ、市民説明会。川井を皮切りに、予定では10月19日から10月29日まで８

カ所、これにかかわって私の町内からも、これに限定するものじゃないですが、もう一度この８カ所、見てほし

いんですが、例えば川から向こう、藤原、磯鶏は常に外されていると。いや、常にという言い方は変ですが、や

ってほしいと。それから、かなり大きい世帯数、人口を抱える千徳、西ケ丘方面もずっと外れていると。端的に

言いますが、市民説明会はふやして、今述べた藤原、磯鶏方面、千徳、西ケ丘方面だけでいいのかどうかという

のはあるかもしれませんが、やはりきちっと、長門議員も言いましたように、重要な事業でありますので、広く

多くの市民の意見をちゃんと聞くという意味で、説明会の開催箇所をふやすべきだと思うんですが、どうでし

ょうか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 主張の意見はごもっともだと思います。広く意見を聞いて広く知らしめるという

のは、我々の趣旨としてもそのとおりだと思います。ただ、箇所数についてはちょっと本日この場でどうのこう

のというお答えはちょっとできかねます。 

  あと、以前からもお知らせしているとおり、出前講座も引き続き実施してございます。少人数のグループから
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ご要望あれば出向いてお話をしてご意見頂戴するというような取り組みも、これまでしてまいっております。

残念ながら磯鶏地区からはお呼びかかっておりませんが、ほかの地区の方々にはいろいろご説明をさせていた

だいておるところでございますので、不備あれば、お声をかけていただければ参りたいと存じます。 

○議長（前川昌登君） 落合議員。 

○２０番（落合久三君） 何か逆襲されたとは思いませんが、10月29日で出口を切らざるを得ないスケジュールを

何か考えているので、こういう提案なのかということを本当は聞きたいわけです。私は、必要であれば出前講座

もやっているので、またやるので、ぜひ企画してほしいという趣旨はわかるんですが、なかなかなじみがないと

いうことも含めて、やはり必要なところは最初からちゃんと計画すべきではないかという意味で私は言ってい

るので、ちなみに津軽石は人口約5,000でしょう。磯鶏だけで4,000あるんですよ。そういうふうにやっていく

と、千徳方面、西ケ丘といったらもっと。だから、私は人口集積の度合いからいっても、また事業の成果からい

っても、ぜひ要望があれば出かけるという、そういうスタンスではなくて、それで聞いたんです。出口を切る何

か事情があるので、そういうふうに言っているのか、そうでないとすれば、仮に半月ぐらい説明会の開催時期が

ずれ込むことがあっても、全然これは問題ないというふうな思いで聞いておりますので、もう一度、そこの答弁

を聞いて終わります。 

○議長（前川昌登君） 山崎企画部長。 

○企画部長（山崎政典君） この日程設定については、当初８カ所想定して、市長の日程を逆に押さえている部分

もございます。ですから、ちょっと今、即答はできません。落合議員さんからそういうご要望があったというこ

とで、今の人口規模等のお話をされると、我々も正直ちょっと耳が痛い部分もありますので、ちょっと持ち帰っ

て検討させていただきたいというふうに思います。 

  決して、10月29日までに終わらせたいという意向はございませんが、パブコメは11月６日までにしておりま

すので、大体それに合わせた期間の中でやりたいという考えでございます。 

○議長（前川昌登君） 竹花議員。 

○２１番（竹花邦彦君） 私は、大きく言って２点についてお伺いをしたいというふうに思っております。 

  長門議員のほうからも提起があって、改めてまた議員で理解をし、さまざまな議論をし合う、合意形成をする

場を持つということでありますので、それに向けての、私自身のちょっと疑問に思っている点も含めて、市当局

の考え方をお伺いをしたいという立場で質問をいたします。 

  市民交流センター、きょうの資料の１ページに（仮称）見直し比較ということで、一覧表、面積が載せられて

おります。これまで防災地域活動創出拠点施設という名称を使い、つまり復興交付金を大きな財源として、いわ

ば防災拠点を含めながらそうした施設をつくるということで進んでいるわけです。その施設概要はきょう示さ

れているように、さまざま市民活動のいろんな拠点スペース、そして防災施設も組み込んだ中身になっている

わけであります。 

  そこで、私が一番疑問に思っている点は、多目的ホールであります。325席、きょうの図面にもありますよう

に最大325席設置が可能だ。冒頭、多田課長のほうからは、文化会館等の他の施設との席数を考慮した、そうい

うような意味合いも含めてお話をしているわけです。私は率直に言って、この325の最大で、そういう席数が可

能なこの多目的ホール、なぜこのぐらいの面積あるいは規模が必要なのかというところが私はよく理解をでき

ないでいるわけです。この点を、このぐらいのスペースが必要な理由、これは先ほど来からの他の施設との絡み

の問題も当然出てくるわけでありますので、この交流センターの中に、このぐらいのスペースが必要としてい
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る市の基本的な考え方は何なのかというところ、私が一番ひっかかっているのはそこであります。改めて、この

考え方についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） ３月に取りまとめましてお示しをいたしました基本計画の中で、一時避難者数の

想定を、その当時の推計をしているところでございます。駅を挟んで栄町、大通４丁目、大通３丁目、それから

線路の向こう側になります宮町の１丁目、南町の一部、これらを、ここへの逃げ込みのエリアというふうに想定

をしているところでございます。昼間人口と夜間人口とそれぞれ結構差がございます地区でございますが、平

日ですと、昼間人口で1,557人ぐらいいらっしゃいます。夜間人口ですと、ぐっと減りまして633人ぐらいという

ことでございます。そういう方々が大きな道路を渡らないでこのエリアに逃げ込むとしたら、やはり1,500人か

ら2,000人ぐらいの避難人口がマックスで必要なのかなというふうに考えているところでございます。 

  よって、それらの方々が一時的に避難をするスペースとして、相応の面積が必要ではないかというふうな考

えを持ってございます。 

○議長（前川昌登君） 竹花議員。 

○２１番（竹花邦彦君） 多分、私もその一時避難としての、今、多田課長が言ったように、私のメモでいくと、

平日でいくと最大1,900人ちょっと、面積的に2,000平米を超えるいわば施設規模が必要だと、こういうことで、

いわば防災拠点施設、今度の市民交流センター施設のそういった規模的なものは、当然、一時避難者を想定をし

た規模ということだろうというふうに思うんですね。しかし、いわばそこの今言った一時避難者の方々は、先ほ

ども途中でお話をしておりますが、１階、２階でさまざまないわば市民活動スペース等もお使いになる。ただ、

最大規模でいくと、当然そのぐらいのスペースでは足りないということなんだろうというふうに思います。私

はそういう意味からすると、単に一時避難者数の想定の中で、いわばそのぐらいの市民多目的ホールを、建設コ

スト等を考えた場合に、一方でどうだろうと。例えば、じゃ、市庁舎、保健センターも、これは医療救急の関係

でありますから、確かに避難者についてはなかなか使うのが難しいという話かもしれません。しかし一方で、じ

ゃ、本庁舎は全く使わないとか、一時避難者ですよ、それは要するに災害本部等の機能等のあれはあるかもしれ

ませんけれども、要はそういう建設も含めてのですよ、ということで想定をしている一時避難者等のいわば避

難地としてどうなのかというさまざまな議論は、これは出てくる。 

  私が端的に言いたいのは、単に避難者数の想定の中で、このぐらいの大きなスペースのいわば多目的ホール、

利用されている目的は、市民アンケートでは発表会、そして総会等々、講演会、こういったものが想定をされ

て、市民からも期待をされている施設だというふうには思いますけれども、問題はやはりコストとの見合いの

問題なわけですよね。非常にそういった意味で私は、率直に言って、このぐらいの規模のいわば多目的ホールが

本当に必要なんだろうかという思いを持っているわけであります。ただ、そういう一時避難機能ということで、

いわば復興基金の対象になるという、そういう側面も考えているかもしれませんが、いずれ結論はそうすると

一時避難者のいわば避難スペースとしてこのぐらいの面積が必要で、したがって多目的ホールもこのぐらいの

面積が避難機能として備えておくための施設だと、こう理解をしていいわけですね。改めてちょっと確認です。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） ご指摘のとおりだと思います。 

  それから、あと、庁舎の機能といたしましても、例えばこの６階ホール、現庁舎には６階ホールがございま

す。ただ、新しい庁舎となる設計の中にはそういう大きいホール、大きい会議室を設けてございません。200人
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ぐらい入る会議室を設けてございませんので、大きな会議、総会等ありましたら、市民交流施設のほうを使わせ

ていただいて、そういう会場に使っていきたいというふうな考えもございます。 

○議長（前川昌登君） 竹花議員。 

○２１番（竹花邦彦君） いずれ、きょうはその点にだけにとどめておきたいというふうに思います。 

  ２つ目の質問であります。いわば防災展示学習室の点であります。これはさまざま、これについては防災伝承

機能の問題も含めて、いわばこの施設については、防災学習の位置づけも含めてそういった機能を持つ施設を

配置をするということで議論がされてきている点があります。ある意味では、したがってこの当市の防災拠点

施設、市民活動施設のある意味には目玉的な意味合い、内容的にはですよ、そういった位置づけを持ってきた、

私は施設であろうというふうに思います。 

  そこで、きょうの資料を見ますと、オープンスペース、防災展示学習室、合わせて612平米ということでの資

料提示になっている。つまり、これはオープンスペースも活用をしながら、そういう展示スペースを確保してい

こうというふうに私は理解をしましたが、特にその防災展示学習室、１つの部屋にしなくてオープンスペース

を含めてそういった展示をしていこうというふうに理解いたしますが、そういう理解でまずよろしいでしょう

か。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） ご理解のとおりで結構です。 

○議長（前川昌登君） 竹花議員。 

○２１番（竹花邦彦君） １階プランでもその防災展示学習ゾーンということで、オープンスペースと、それから

いろんなのがあります。そこで、私がお聞きをしたいのは、この従来伝承機能も含めて整備をしていこうとい

う、現実の内容はどういったものを考えているのかという点であります。単に、その展示だけでとどめようとし

ているのか、従来さまざま言われてきている、まさに伝承と言われているようないろんな映像等も含めてそう

いったいわば伝承していく、一部には津波伝承館なんていう言われ方等も含めてそういったものが必要ではな

いかという議論はされてまいります。問題は、ここの施設機能を、どういったものを想定をし、具体的に考えて

いるのか、そこの内容がどうも私はよくわからない。それが検討されているかどうかという問題もあるという、

ここの考え方を、少し私はお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 実は、我々の側、それから危機管理の側、それぞれで今、検討を深めている最中

でございます。 

  我々の側としては、今回の震災、それ以外の災害も含めてですけれども、さまざまな諸資料が現在集まってい

るところでございます。これからも集めていかなければならないものだというふうに考えてございます。それ

を記憶が薄れないように後世にちゃんと残していく、それからあと、ほかから来た方にちゃんとお知らせして

いくというような機能を持たせたいというふうに考えておりますので、記録展示が１つ、それからあとは先ほ

ども申し上げましたその記憶が風化しないように、改めてここに常設展示をして記憶を伝承していかなければ

ならないのではないかというのが２つ目、それからあとは諸説いろいろありますけれども、津波遺構とかメモ

リアル的なものが市内各所に点在をしてございます。石碑のようなものから遺構のようなものまでさまざまご

ざいますが、そういうものをほかから来た方に、ここで案内ができるような機能、市内の地図を見てどこにどう

いうものがあるかというのを案内できるような機能がここ持たせられればよいのではないかなというふうに、
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こちらでは考えているところでございます。 

〔竹花議員「終わります」と呼ぶ〕 

○議長（前川昌登君） 橋本議員。 

○１４番（橋本久夫君） すみません、今の竹花議員、それから落合議員が質問したことにちょっと関連してお聞

きしたかったんですが、市民交流センター、先ほどは中央公民館の機能が10年内でなくなる、それにかわるもの

の機能的なお話で承ったわけなんですけれども、今の現在の中央公民館とか分館の状況を見ますと、市民の中

では、宮古市の文化行政に対してはちょっと余り環境がよくないような声が聞かれます。そういう意味でのち

ょっと確認の意味で、ここの市民交流センターがどういうふうな機能になっていくのかということで質問され

たことをちょっと確認したんですが、そこで先ほどこの交流センターを貸し館的な機能がある、例えばこれが

今、市民活動サークルが中央公民館、分館含めてかなりの団体が利用しているんですが、この機能がこちらに移

ったとなると、そういう貸し館というのは有料的な、お金が発生するような機能としてこれが捉えられていく

のか、ちょっとそこをお伺いしたいと思います。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 実は、運営主体も含めてまだはっきりとした考えは持ち合わせてございません

が、基本的に貸し館は有料でということで考えているところでございます。 

○議長（前川昌登君） 橋本議員。 

○１４番（橋本久夫君） そうなると、先ほどの質問の中にもあったオープンスペースの問題がかなり重要なポイ

ントになってくるのかなということでちょっとお伺いしたんですが、防災機能等を含めたいろんなスペースの

取り扱いの答弁があったわけなんですが、実は、このオープンスペースの活用そのものが大きな、私、市民活動

なり生涯学習活動の中で利用的にはちょっとポイントになるのかなと、私は感じておりました。ただ、面積的に

どうなのかと含めた場合に、本当に、今、宮古市の市民団体でもＮＰＯでもいろんな活動団体でも、ちょっとし

た会合、ちょっとした拠点化を欲しいなと言いつつも、再編計画の中でどこかの学校があるんじゃないか、いろ

んな公共施設があるんじゃないかとは言われても、まだその方向性が示されていない中で、非常に、それは同窓

会の会合をしたい、年祝いの会合をしたい、そういう会合の持ち方に対しても非常に使い方に対する考え方が

出てくるんじゃないかと。 

  私、ある市民交流センター、ことし何回か行った場合に登録制をしていたり、このオープンスペースをかなり

うまく利用して、いろんな団体が会合であったり、それから創作活動で市民に見えるような活動でうまくスペ

ースを使いながら、そういう交流活動をしている事例も見させていただきました。 

  先ほど須賀原議員もロッカーの話もしていたんですけれども、団体によっては有料制に年間でロッカーを契

約させながらとか、いろんな活動の仕方がこのスペースには求められていくんじゃないかなということをちょ

っと私、実感していましたので、今後このオープンスペースの考え方、もっとこうわかりやすく、これだと何か

何となく狭いのかなという気もするんですが、その辺の考え方、もっと強く示してもらって、本当に市民交流な

りＮＰＯ活動なり含めた活動が参加できるような、いろんなスペースを検討いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（前川昌登君） 今村議員。 

○１番（今村 正君） 金額のところで、前に渡った資料では112億というトータルの金額が出ていたのと対比し

たものが今回出てくれればありがたいなと思ったんですが、今回なかったので、私、幾らか足し算してみたんで
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すけれども、市庁舎の関連では73億幾らというのが耐震のところで数字が出ていました。交流施設のところを、

4,220平米を55万5,000円で掛け算すると、23億何がしが出てきて、足すと96億なりなんなりの金額になるんで

すが、そこの前に出てきたのと比較できるような形のほうが、私とすれば見やすく今まで感じていたものです

から、その辺は後でもよろしいので、出してもらえればいいだけなんですが、お願いします。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 作業の進捗に応じてお示ししたいというふうに考えてございます。 

〔今村議員「結構です」と呼ぶ〕 

○議長（前川昌登君） ほかに質問ありますか。 

  工藤議員。 

○１６番（工藤小百合君） 簡単に２点お伺いいたします。 

  市庁舎の屋上に市民からの要望であれば景観が見えるような形で何か開放してほしいというような、さっき

説明をいただいたんですが、せっかく建てるのであれば、この防災拠点施設として建てるわけでありますから、

いろんな設備がいっぱいありますよね。その中で、市庁舎の屋上はそういう防災拠点施設と位置づけるのであ

れば、屋上の使い方というのが私は、例えば電気が落ちたときとかそういうときにソーラーを設置できないの

かな。どうせ建てるのであれば、いろんな災害を想定したときに、電気が落ちたときに、自家発電はそれはある

んでしょうけれども、ソーラーで電気を賄うということも考えていただきたいと思うんですが、その辺のお考

えはどうでしょうか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 屋上階の絵を添付してございませんが、屋上階には、屋上階というのは５階の議

会フロアの屋根でございますが、空調の室外機とかが乗ります。それで、一部が屋根かかるんだと思うんです

が、それ以外のスペースについてはソーラーパネルの設置を予定しているところでございます。 

○議長（前川昌登君） 工藤議員。 

○１６番（工藤小百合君） もし、最初からそういう予定があるのであれば、そういう説明をしていただければ質

問はしなかったんですが、ちょっと不適切だと思います。 

  それから、市民交流センターは２階建てですよね。私は、市の駐車場も少ないという、皆さん、議員さん方が

いろいろ意見をおっしゃっていますけれども、確かに狭い中で、この市民交流センターの２階を、屋上を駐車場

として整備できないものか。車を乗せて、車が駐車して、それに耐えられるくらいの構造計算すればできるんじ

ゃないか、狭い土地を利用に活用できるんじゃないかと思っているんですが、その辺はどのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） おっしゃるアイデアもアイデアの１つではないかなというふうに考えてござい

ます。ただ、立体駐車場を設けるのであれば、この来客駐車場のところに自走式の立体駐車場をつくっていった

ほうが、もしかしたらコスト的には安く有利にできるかもしれませんので、ちょっと前回の駐車場のご質問と

同様に、駐車台数等を含め、精査してまいります。 

○議長（前川昌登君） 工藤議員。 

○１６番（工藤小百合君） それともう一つ、駐車場、よそに例えば視察なんかに行くと、狭い庁舎の場合は駐車

場のビルが建っていますよね。立体の。そういうビルを建てるとすれば、仮定してどのくらいの台数を、仮定の
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中なので、実際に建てるわけじゃ、どうかはそれはわからないんですけれども、もし何階建てでこのくらいの台

数を駐車できるということをアバウトでも計算できたらば教えていただきたいんですが。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 昨年、一昨年あたりの基本構想時点で立体駐車場を計画というか、検討した経過

がございます。ただ、ちょっとコスト的に厳しかったものですから、それからちょっと検討を今休んでいるよう

な状況でございますので、ちょっと……、ありました、失礼しました。60台の立体駐車場を整備した場合、２段

ですね、２階建ての60台プラス60台で設置した場合には、1.65億円です。１億6,500万程度ではないかというふ

うに想定をしてございます。 

○議長（前川昌登君） 工藤議員。 

○１６番（工藤小百合君） それはわかりました。 

  さっき私が言った市民交流センターは、駅からの通路になって、そこで皆さん庁舎に入るわけじゃないです

か、そうすると、やはりいろんな方が利用するときに、利用する方の利便性を考えると、歩く方も便利に使え

て、庁舎に行く方も２階にとめられてスムーズに庁舎にいろんな形で行けるというのは、私はすごい理想じゃ

ないかなと思うんですが、まあ、それは予算等々の考えもあると思いますので、これからの考えの中にちょっと

考えていただきたいなと思うのですが、よろしくお願いいたします。 

  終わります。 

○議長（前川昌登君） 内舘議員。 

○９番（内舘勝則君） 私は、お示しされました図面等を拝見いたしまして確認をしたいということで、先ほども

公共施設の再配置計画の関連のご質問があったわけですが、中央公民館については将来的に廃止する考え方で

あるという考え方、これについても私はちょっと大きな疑問を呈するわけでありまして、特にこれからのまち

づくりということを考えた場合に、やはり人づくりなんですね。そういった意味で、この交流センター等々で全

て社会教育機能を、私は十分達成できるというようなことはあり得ないというふうに思っております。教育委

員会としての行政機能、そしてまた現場の中央公民館、これは市民の生涯学習の拠点でもあります。そういった

部分で、自発的に市民の方々が学習し、自己を高めていくと、そしていろいろな今、宮古市では参画と協働とい

うようなことで呼びかけておりますけれども、そういった意味におきましても、これからのまちづくりを考え

た場合に、ちょっと逆行しているんじゃないかというようなことを思うわけでございまして、やはり先ほどの

説明では、10月26日にあり方検討委員会を踏まえて、12月議会では素案についてお示しをするという考え方で

ありますけれども、例えばそういう考え方がございます。 

  それで質問ですが、検討図の、例えば２階プランには産業振興部が全部集約するという形で、これは人員の適

正化計画、定員の適正化計画に基づいた部分での配置ということで理解されるわけですが、確認ですが、今、総

合事務所に農林課さんが新里総合事務所にございますね。あとは、教育委員会は新里総合事務所にございます。

そういった意味では、いずれ公共施設の再配置計画の中で検討されて、あそこにはもう置かないと、全てここの

庁舎機能の部分で集約するという考え方の理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（前川昌登君） 多田復興推進課長。 

○復興推進課長（多田 康君） 先ほど冒頭の説明の中でも、平成33年の職員数を想定して図面をつくっておりま

すという説明を申し上げました。工期の中では、この建物の竣工は今のところ平成30年７月というご説明もい

たしました。そうすると、削減途上で建物ができてしまうということになります。基本的な考え方としては、分
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散している機能を集約しようという考えはございます。ただ、もしかしたら、削減途上の竣工になるので、段階

的に集約するというような方法もあるかもしれません。そこは今後の図面にしたいと思います。 

○議長（前川昌登君） 内舘議員。 

○９番（内舘勝則君） ただいまのご答弁がありましたとおり、やはり将来的な理想は理想として、段階的に市民

の理解も得ながらこの施設になじんでいただくといいますか、なれていただくようなこともひとつ考えていた

だいて、やはりそういうような移行期にはそういったこともご配慮いただいて推進するべきだというふうに思

っておりますので、よろしくお願いしたいなと思います。 

  あとは、特に中央公民館については、私はちょっと疑義がございますので、廃止するという考え方を答弁され

ましたので、その部分は。 

○議長（前川昌登君） 山崎企画部長。 

○企画部長（山崎政典君） 落合議員の質問にお答えしたのは、今の名称上の中央公民館、中央公民館分館という

建物の話でございます。内舘議員がおっしゃっているのは多分、中央公民館というものが持つ社会的意義とか

機能のお話をされているんだと思います。公共施設の再配置計画というのは、基本的には今ある公共施設を減

らしていかないと、宮古市の財政では維持できませんよという話ですので、そこの部分は、建物と中央公民館と

いうものが持つその社会的意義というのは、若干切り離して考えて、要するに中央公民館というものをなくす

るという考えではなくて、今ある中央公民館のあそこの建物が老朽化しておりますということの、それで市民

交流センターができての利用状況等を見ながら、あそこの建物は廃止の方向で考えますということですので、

公民館というものを廃止すると言っているわけではございませんので、その点はご理解よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（前川昌登君） 内舘議員。 

○９番（内舘勝則君） よろしくお願いしたいと思います。やはりそういった考え方で、市政を運営していってい

ただきたいというふうに思います。いずれ、公共施設の再配置計画については、やはりきちっと見直していかな

ければならないという、もう時期はおくれておりますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（前川昌登君） ほかにございませんか。 

  菊地主査。 

○事務局主査（菊地政幸君） 先ほど長門議員と田中議員のほうからご提案のありました全協の開催についてで

ございます。 

  今、日程を確認いたしましたが、今会期中に開催しなければならないということでございますので、あすから

本会議一般質問、決算委員会と連続して日程が入っておりますので、開催が可能な日が10月14日水曜日、この日

が決算の分科会の記録整理のための休会日となっておりますので、10月14日水曜日の午前10時から、この会場

で議員全員協議会を開催したいと思っております。 

  招集通知等につきましては、追って配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（前川昌登君） ほかになければ、この件については。 

  竹花議員。 

○２１番（竹花邦彦君） ちょっと議長に確認をしたいわけですが、先ほどお昼の時間帯に少し議長のほうに私の

ほうからもお聞きをいたしました。冒頭、髙峯部長のほうから、いわばＪＲ用地の問題について発言があって説

明がございました。いわばあれは建設常任委員会に付託をしている案件で、建設常任委員会だけではなくて、
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我々全議員に対しての説明をしたというふうに理解ができるとすれば、私はそのことに対して質疑の時間等を

設けるべきではないのかというふうに思っておりますが、議長はそのままストレートに進行して、今の中心市

街地の拠点施設の話に移ってまいりました。ここをあとは、それぞれめいめいがきょうの髙峯部長の内容につ

いてわからない点は直接行って聞きなさいということの判断なのかどうなのか、そこをちょっと私は議長のお

考えをお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（前川昌登君） この件については、建設常任委員会に付託されて、検討なされてきた、そしてまた結果も

出ております。ただ、部長から、理解を深めていただくために皆さんに説明をしたいということですので、改め

て何か部長が報告したことについて疑問のある方は…… 

〔「今やろうということか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前川昌登君） 今でなく、それぞれの会派なりなんかでお聞きすればいいのかなというふうに思います。 

  どうぞ。 

○２２番（松本尚美君） 私は建設の常任委員会で委員長ではないので、委員長を代弁するわけにはいきません

が、建設常任委員会で審査して結論を出したというか、委員会の結論は出したんです。ただ、その中でやりとり

をして、まだ理解も深まっていなんじゃないか、その前段でもってもですね、たまたま、すみません、これは当

局の問題ではないんですけれども、議会でもって議運も含めて、本会議に付託して建設常任委員会の所管であ

るという都市整備部が担当しているので、自動的にといいますかね、建設の常任委員会に付託がされたという

いきさつです。 

  ただ、これはこの前含めて、全協でのやりとりもしてきた経緯もございますし、また、その中で疑問が限りな

く氷解したということでもない状況にあったわけです。今回、建設というので粛々ということで、建設常任委員

会の判断は、議案についての判断は出たということでありますけれども、きょう冒頭、髙峯部長からそのこと、

要するに建設常任委員会の出した結論に対して、何か言いわけっぽく説明が足りなかったという話なんですが、

説明が間違っていたと私は思っているんですけれども、だから理解を深めるのであれば、皆さんがもう一回と

いえば変ですけれども、必要だというのであれば、私はやはり開催をして、その疑問の氷解に努める、理解に努

めるということもあり得るのではないか。 

  ただ、その建設常任委員会は本会議に委員長報告をして、そこで議員同士でまず質疑討論もあるとは思うん

ですけれども、その質疑討論も前提になるのは、限りなく共有した理解が必要だということが私は前提だと思

うんです。ただ、悩ましいのは、やはりそれの後でないと、じゃ、うまくないのかなと思ったり、日程的にちょ

っと問題があるなというふうには思ってはいるんですけれども。決して理解が限りなく進んだ中で、建設常任

委員会で結論を出したわけでなくてというか、変ですけれども、そういう言い方はちょっと問題ですけれども、

結論は出たんです。これは賛成、反対の採決とって結論が出たので、ちょっと悩ましいところだと思います。そ

の辺も考慮して対応を考えているとしか言いようがないかな。 

○議長（前川昌登君） 上居事務局長。 

○事務局長（上居勝弘君） 私のほう、事務局のほうから、ちょっと議長の補足説明をさせていただきます。 

  今、松本議員さんがおっしゃったように、建設に議案が付託されまして、建設でもう結論を出しています。

今、言いたいことは、ルール的に言えば、建設の常任委員会全体の意見として、それでもいいですよ、説明を聞

きますよというのであれば、それは別によろしいと思いますが、一旦、建設の委員会で結論を出しましたので、

あくまでも髙峯部長は部長としての説明ですので、ここでは皆さんは聞きおく程度ということになります。も
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し議論するのであれば、本会議場ということになりますので、ルールはルールとして認識をしていただきたい

と思います。 

○議長（前川昌登君） そういうことで、部長の説明は、皆さんが聞いて了解していただきたいということです。 

  それでは、この件についてはこれで終わりたいと思います。 

  大変ご苦労さまでした。 

〔説明員退席〕 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

協議事項（１） 議会報告会について 

○議長（前川昌登君） 協議事項の１、議会報告会について、いいですか、事務局より説明させます。 

  佐々木次長。 

○事務局次長（佐々木純子君） では、私のほうから議会報告会について説明します。 

  皆様には、８月11日開催の議員全員協議会の際、10月26日の最終週の月曜日から金曜日までの開催予定であ

ることと、日程確保についてお願いをしておりました。 

  そこで、お手元に配付しております第９回議会報告会日程をごらんください。 

  市内15カ所につきましてこのように確保できましたので、10月28、29、30、水、木、金の３日間、夕方から夜

にかけての日程の確保をお願いいたします。 

  なお、班編成とその班の割り当て会場につきましては、この全員協議会終了後の議会運営委員会で抽せん決

定をいたします。 

  また、10月14日開催予定の議員全員協議会の際、詳細については説明させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上です。 

○議長（前川昌登君） 質疑はないと思いますが、よろしくお願いします。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

協議事項（２） その他 

○議長（前川昌登君） それから、坂本教育民生常任委員長から発言の申し出があります。 

  どうぞ。 

○１７番（坂本悦夫君） この場をかりて、ちょっと皆さんにお願いがございます。 

  義援金の件なんですけれども、実は、ご存じのとおり、皆さん、茨城県の常総市で水害がありました。我々常

任委員会が８月に常総市を訪れて、いろんなお世話をいただきました。それで、教民とすれば、義援金を贈った

ほうがいいんじゃないかということになって…… 

〔発言する者多し〕 

○１７番（坂本悦夫君） まあまあ、だから、それで皆さんにご協力等をお願いをしているわけですけれども、教

民でやろうとなったんですけれども、被害も被害ですので、それだったらば宮古市議会としてやったほうがい

いんじゃないかということで、できればそうしたいなと思いまして、皆さんにきょうのご協力をお願いをして

いることなんですが。教育民生常任委員会とすれば、１人5,000円でやろうというふうに考えておりました。皆

さんが賛同してくれるのであれば、議会として１人5,000円ということで義援金を送るということにしてもらえ

ればよろしいんですけれども、どうですか、皆さん。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前川昌登君） きょう、委員長からそういうお願いということですので、皆さん、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○１７番（坂本悦夫君） どうもありがとうございました。よろしくお願いします。 

○議長（前川昌登君） よければ5,000円ということで義援金を送りたいと思います。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

閉  会 

○議長（前川昌登君） ほか、何か皆様からなければ、これで全員協議会を終わります。 

  ご苦労さまでした。 

午後 ２時０９分 閉会 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

                                  宮古市議会議長  前 川 昌 登 

 


